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Ⅰ 総 会 

   議   題 

  （１）議事事項 

       第１号議案 令和 2 年度財務諸表承認の件 

                          監査報告 

       第２号議案 理事及び監事選定案承認の件 

  （２）報告事項 

      第１号報告 令和 2 年度事業報告 

      第２号報告 令和 3 年度事業計画 

      第３号報告 令和 3 年度収支予算 

      第４号報告 令和 4 年度税制改正要望事項 

 

Ⅱ 記 念 講 演 会 

 

講 師   林 家 た い 平 氏（落語家） 

演 題   「 笑顔のもとに笑顔が集まる 」 



(単位：円)

科　　　　　　　　目

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

　　現金預金 38,576,284 23,728,797 14,847,487

　　前払金 76,360 196,400 ▲ 120,040

　　支部活動前払金 4,299,382 3,193,331 1,106,051

　　部会活動前払金 2,290,530 1,377,022 913,508

　　　【流動資産合計】 45,242,556 28,495,550 16,747,006

２．固定資産

(1)基本財産

　　定期預金 35,000,000 35,000,000 0

　　　【基本財産合計】 35,000,000 35,000,000 0

(2)特定資産

　　退職給付引当資産 12,822,380 11,574,820 1,247,560

　　社会貢献活動引当資産 1,000,000 1,000,000 0

　　会館修繕引当資産 2,000,000 2,000,000 0

　　　【特定資産合計】 15,822,380 14,574,820 1,247,560

(3)その他の固定資産

　　土　　地 45,214,000 45,214,000 0

　　建　　物 17,829,061 18,892,975 ▲ 1,063,914

　　構 築 物 10,504 15,753 ▲ 5,249

　　什器備品 9 9 0

　　保 証 金 50,000 50,000 0

　　　【その他の固定資産合計】 63,103,574 64,172,737 ▲ 1,069,163

　　　【固定資産合計】 113,925,954 113,747,557 178,397

　　　【資産の部合計】 159,168,510 142,243,107 16,925,403

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

　　前　受　金 35,000 2,000 33,000

    未払消費税等 77,000 395,500 ▲ 318,500

　　未払法人税等 71,000 71,000 0

　　　【流動負債合計】 183,000 468,500 ▲ 285,500

２．固定負債

　　退職給付引当金 11,197,380 10,674,820 522,560

    役員退職慰労引当金 1,625,000 900,000 725,000

　　　【固定負債合計】 12,822,380 11,574,820 1,247,560

　　　【負債の部合計】 13,005,380 12,043,320 962,060

Ⅲ 正味財産の部

１．一般正味財産

　　　【一般正味財産合計】 146,163,130 130,199,787 15,963,343

　　　（うち基本財産への充当額） ( 35,000,000 ) ( 35,000,000 ) ( 0 )

　　　（うち特定資産への充当額） ( 3,000,000 ) ( 3,000,000 ) ( 0 )

　　　【正味財産の部合計】 146,163,130 130,199,787 15,963,343

　　　【負債及び正味財産合計】 159,168,510 142,243,107 16,925,403

貸　　借　　対　　照　　表

令和３年３月３１日現在

当年度 前年度 増　減

第１号議案　令和２年度財務諸表承認の件
　　　　　　



（単位：円）

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1)経常収益

基本財産運用益 （ 3,493 ） （ 3,500 ） （ ▲ 7 ）
　基本財産受取利息 3,493 3,500 ▲ 7
特定資産運用益 （ 1,450 ） （ 1,363 ） （ 87 ）
　特定資産受取利息 1,450 1,363 87
受取会費 （ 37,559,000 ） （ 38,177,000 ） （ ▲ 618,000 ）
　正会員受取会費 37,559,000 38,177,000 ▲ 618,000
事業収益 （ 270,757 ） （ 6,512,400 ） （ ▲ 6,241,643 ）
　研修事業収益 0 2,827,000 ▲ 2,827,000
　広報事業収益 76,080 29,278 46,802
  社会貢献事業収益 0 466,000 ▲ 466,000
　福利厚生事業収益 156,677 206,122 ▲ 49,445
　会員親睦事業収益 38,000 2,984,000 ▲ 2,946,000
受取補助金等 （ 20,109,804 ） （ 20,814,515 ） （ ▲ 704,711 ）
　受取地方公共団体補助金 235,000 235,000 0
　受取県連補助金 1,636,904 1,659,515 ▲ 22,611
　受取全法連助成金 350,000 350,000 0
　受取全法連助成金振替額 17,887,900 18,570,000 ▲ 682,100
受取負担金 （ 966,000 ） （ 1,748,000 ） （ ▲ 782,000 ）
　受取負担金 0 644,000 ▲ 644,000
　部会受取負担金 966,000 1,104,000 ▲ 138,000
受取寄付金 （ 0 ） （ 796,616 ） （ ▲ 796,616 ）
　受取寄付金 0 796,616 ▲ 796,616
雑収益 （ 492,688 ） （ 1,483,590 ） （ ▲ 990,902 ）
　受取利息 417 333 84
　その他の雑収益 492,271 1,483,257 ▲ 990,986
経常収益計 59,403,192 69,536,984 ▲ 10,133,792

(2)経常費用
事業費 （ 33,301,733 ） （ 58,306,164 ） （ ▲ 25,004,431 ）
　役員報酬 4,434,000 4,434,000 0
　給与手当 11,468,897 11,379,789 89,108
　退職給付費用 386,172 489,558 ▲ 103,386
　役員退職引当費用 535,775 166,275 369,500
　福利厚生費 2,568,899 2,586,516 ▲ 17,617
　事務委託費 658,057 646,092 11,965
　会議費 155,586 5,593,928 ▲ 5,438,342
　旅費交通費 360,499 1,373,740 ▲ 1,013,241
　通信運搬費 2,810,530 3,489,873 ▲ 679,343
　減価償却費 790,111 790,111 0
　消耗品費 1,100,365 1,519,861 ▲ 419,496
　修繕費 134,371 81,000 53,371
　印刷製本費 2,305,201 3,859,494 ▲ 1,554,293
　燃料費 15,800 21,594 ▲ 5,794
　光熱水料費 339,061 348,942 ▲ 9,881
　保険料 110,481 114,262 ▲ 3,781
　諸謝金 1,566,440 6,238,142 ▲ 4,671,702
　租税公課 586,374 824,917 ▲ 238,543
　諸会費 20,000 20,000 0
　支払負担金 15,000 442,999 ▲ 427,999
　支払寄付金 0 853,536 ▲ 853,536
　委託費 0 9,017,910 ▲ 9,017,910
　会場費 784,312 1,678,990 ▲ 894,678
　広告宣伝費 117,900 292,152 ▲ 174,252
　リース料 696,163 688,169 7,994
　支払手数料 904,176 857,650 46,526
　事務所管理費 244,195 225,688 18,507
　新聞図書費 124,316 121,477 2,839
　雑費 69,052 149,499 ▲ 80,447

正 味 財 産 増 減 計 算 書
自令和２年４月１日　至令和３年３月３１日

前　年　度 増　　　減科　　　　　目 当　年　度



（単位：円）

管理費 （ 10,067,116 ） （ 11,244,724 ） （ ▲ 1,177,608 ）
　役員報酬 1,566,000 1,566,000 0
　給与手当 4,050,585 4,019,113 31,472
　退職給付費用 136,388 172,902 ▲ 36,514
　役員退職引当費用 189,225 58,725 130,500
　福利厚生費 907,283 913,506 ▲ 6,223
　事務委託費 232,412 228,187 4,225
　会議費 3,000 1,043,793 ▲ 1,040,793
　旅費交通費 51,041 48,871 2,170
　通信運搬費 339,458 377,534 ▲ 38,076
　減価償却費 279,052 279,052 0
　消耗品費 172,184 256,678 ▲ 84,494
　修繕費 41,629 0 41,629
　印刷製本費 40,214 122,067 ▲ 81,853
　燃料費 5,581 7,627 ▲ 2,046
　光熱水料費 119,750 123,239 ▲ 3,489
　保険料 36,898 33,998 2,900
　租税公課 207,096 291,203 ▲ 84,107
　諸会費 671,000 675,300 ▲ 4,300
　支払負担金 12,000 42,000 ▲ 30,000
  委託費 25,708 14,014 11,694
　会場費 169,320 129,120 40,200
　広告宣伝費 26,100 26,048 52
　渉外慶弔費 153,600 213,357 ▲ 59,757
　リース料 245,871 243,047 2,824
　支払手数料 242,103 214,082 28,021
　事務所管理費 86,245 79,708 6,537
　新聞図書費 43,905 42,904 1,001
　雑費 13,468 22,649 ▲ 9,181
経常費用計 43,368,849 69,550,888 ▲ 26,182,039
　評価損益等調整前当期経常増減額 16,034,343 ▲ 13,904 16,048,247
　評価損益等計 0 0 0
　当期経常増減額 16,034,343 ▲ 13,904 16,048,247

2．経常外増減の部
(1)経常外収益

経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用

経常外費用計 0 0 0
　当期経常外増減額 0 0 0
　税引前当期一般正味財産増減額 16,034,343 ▲ 13,904 16,048,247
　法人税住民税及び事業税 71,000 71,000 0
　当期一般正味財産増減額 15,963,343 ▲ 84,904 16,048,247
　一般正味財産期首残高 130,199,787 130,284,691 ▲ 84,904
　一般正味財産期末残高 146,163,130 130,199,787 15,963,343

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等 （ 17,887,900 ） （ 18,570,000 ） （ ▲ 682,100 ）
　受取全法連助成金 17,887,900 18,570,000 ▲ 682,100
一般正味財産への振替額 （ ▲ 17,887,900 ） （ ▲ 18,570,000 ） （ 682,100 ）
　一般正味財産への振替額 ▲ 17,887,900 ▲ 18,570,000 682,100
　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　指定正味財産期首残高 0 0 0
　指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 146,163,130 130,199,787 15,963,343

前　年　度 増　　　減科　　　　　目 当　年　度



（単位：円）

公益① 公益② 公益共通 合　　計 収益事業 共益事業 合　　計

一般正味財産増減の部

（経常増減の部）

【経常収益】

１．基本財産運用益 0 0 3,493 3,493 0 0 0 0 3,493

基本財産受取利息 0 0 3,493 3,493 0 0 0 0 3,493

２．特定資産運用益 0 0 0 0 0 0 0 1,450 1,450

特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0 0 1,450 1,450

３．受取会費 0 0 7,511,800 7,511,800 0 20,729,287 20,729,287 9,317,913 37,559,000

正会員受取会費 0 0 7,511,800 7,511,800 0 20,729,287 20,729,287 9,317,913 37,559,000

４．事業収益 76,080 0 0 76,080 156,677 38,000 194,677 0 270,757

研修事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広報事業収益 76,080 0 0 76,080 0 0 0 0 76,080

社会貢献事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利厚生事業収益 0 0 0 0 156,677 0 156,677 0 156,677

会員親睦事業収益 0 0 0 0 0 38,000 38,000 0 38,000

５．受取補助金等 200,000 0 19,439,104 19,639,104 0 0 0 470,700 20,109,804

受取地方公共団体補助金 0 0 235,000 235,000 0 0 0 0 235,000

受取県連補助金 200,000 0 1,316,204 1,516,204 0 0 0 120,700 1,636,904

受取全法連助成金 0 0 0 0 0 0 0 350,000 350,000

受取全法連助成金振替額 0 0 17,887,900 17,887,900 0 0 0 0 17,887,900

６．受取負担金 0 0 0 0 0 966,000 966,000 0 966,000

受取負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

部会受取負担金 0 0 0 0 0 966,000 966,000 0 966,000

７．受取寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受取寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８．雑収益 0 65,690 0 65,690 74 149,871 149,945 277,053 492,688

受取利息 0 0 0 0 74 29 103 314 417

その他の雑収益 0 65,690 0 65,690 0 149,842 149,842 276,739 492,271

【経常収益計】 276,080 65,690 26,954,397 27,296,167 156,751 21,883,158 22,039,909 10,067,116 59,403,192

【経常費用】

１．事業費 12,342,305 13,816,242 0 26,158,547 747,708 6,395,478 7,143,186 33,301,733

役員報酬 1,470,000 1,920,000 0 3,390,000 126,000 918,000 1,044,000 4,434,000

給与手当 3,802,273 4,966,234 0 8,768,507 325,909 2,374,481 2,700,390 11,468,897

退職給付費用 128,027 167,219 0 295,246 10,974 79,952 90,926 386,172

役員退職引当費用 177,625 232,000 0 409,625 15,225 110,925 126,150 535,775

福利厚生費 851,665 1,112,378 0 1,964,043 73,000 531,856 604,856 2,568,899

事務委託費 218,165 284,950 0 503,115 18,700 136,242 154,942 658,057

会議費 0 15,027 0 15,027 0 140,559 140,559 155,586

旅費交通費 58,912 251,719 0 310,631 4,107 45,761 49,868 360,499

通信運搬費 2,039,625 417,413 0 2,457,038 27,313 326,179 353,492 2,810,530

減価償却費 261,945 342,132 0 604,077 22,452 163,582 186,034 790,111

消耗品費 304,866 259,898 0 564,764 13,854 521,747 535,601 1,100,365

修繕費 39,078 51,040 0 90,118 3,350 40,903 44,253 134,371

印刷製本費 1,960,907 268,865 0 2,229,772 3,235 72,194 75,429 2,305,201

燃料費 5,238 6,842 0 12,080 449 3,271 3,720 15,800

光熱水料費 112,409 146,819 0 259,228 9,635 70,198 79,833 339,061

保険料 34,636 51,247 0 85,883 2,969 21,629 24,598 110,481

諸謝金 33,000 1,508,440 0 1,541,440 0 25,000 25,000 1,566,440

租税公課 194,400 253,910 0 448,310 16,663 121,401 138,064 586,374

諸会費 0 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000

支払負担金 15,000 0 0 15,000 0 0 0 15,000

会場費 0 559,462 0 559,462 0 224,850 224,850 784,312

広告宣伝費 24,500 76,000 0 100,500 2,100 15,300 17,400 117,900

リース料 230,798 301,451 0 532,249 19,783 144,131 163,914 696,163

支払手数料 244,422 426,192 0 670,614 40,435 193,127 233,562 904,176

事務所管理費 80,958 105,741 0 186,699 6,939 50,557 57,496 244,195

新聞図書費 41,214 53,831 0 95,045 3,533 25,738 29,271 124,316

雑費 12,642 37,432 0 50,074 1,083 17,895 18,978 69,052

合　　計

自令和２年４月１日　至令和３年３月３１日

令和２年度正味財産増減計算書区分経理内訳表　　

科　　　　　目
公益目的事業 収益等事業

法人会計



（単位：円）

公益① 公益② 公益共通 合　　計 収益事業 共益事業 合　　計

２．管理費 10,067,116 10,067,116

役員報酬 1,566,000 1,566,000

給与手当 4,050,585 4,050,585

退職給付費用 136,388 136,388

役員退職引当費用 189,225 189,225

福利厚生費 907,283 907,283

事務委託費 232,412 232,412

会議費 3,000 3,000

旅費交通費 51,041 51,041

通信運搬費 339,458 339,458

減価償却費 279,052 279,052

消耗品費 172,184 172,184

修繕費 41,629 41,629

印刷製本費 40,214 40,214

燃料費 5,581 5,581

光熱水料費 119,750 119,750

保険料 36,898 36,898

租税公課 207,096 207,096

諸会費 671,000 671,000

支払負担金 12,000 12,000

委託費 25,708 25,708

会場費 169,320 169,320

広告宣伝費 26,100 26,100

渉外慶弔費 153,600 153,600

リース料 245,871 245,871

支払手数料 242,103 242,103

事務所管理費 86,245 86,245

新聞図書費 43,905 43,905

雑費 13,468 13,468

【経常費用計】 12,342,305 13,816,242 0 26,158,547 747,708 6,395,478 7,143,186 10,067,116 43,368,849

▲ 12,066,225 ▲ 13,750,552 26,954,397 1,137,620 ▲ 590,957 15,487,680 14,896,723 0 16,034,343

評価損益等計

当期経常増減額 ▲ 12,066,225 ▲ 13,750,552 26,954,397 1,137,620 ▲ 590,957 15,487,680 14,896,723 0 16,034,343

 （経常外増減の部）

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6,777,164 6,777,164 0 ▲ 6,777,164 ▲ 6,777,164 0 0

▲ 12,066,225 ▲ 13,750,552 33,731,561 7,914,784 ▲ 590,957 8,710,516 8,119,559 0 16,034,343

71,000 71,000 71,000

【当期一般正味財産増減額】 ▲ 12,066,225 ▲ 13,750,552 33,731,561 7,914,784 ▲ 661,957 8,710,516 8,048,559 0 15,963,343

【一般正味財産期首残高】 ▲ 71,906,170 ▲ 117,041,835 251,551,977 62,603,972 3,812,724 15,185,364 18,998,088 48,597,727 130,199,787

【一般正味財産期末残高】 ▲ 83,972,395 ▲ 130,792,387 285,283,538 70,518,756 3,150,767 23,895,880 27,046,647 48,597,727 146,163,130

指定正味財産増減の部

１．受取補助金等 17,887,900 17,887,900 17,887,900

受取全法連助成金 17,887,900 17,887,900 17,887,900

その他の補助金 0 0 0

２．一般正味財産への振替額 17,887,900 17,887,900 17,887,900

一般正味財産への振替額 17,887,900 17,887,900 17,887,900

【当期指定正味財産増減額】 0 0 0

【指定正味財産期首残高】 0 0 0

【指定正味財産期末残高】 0 0 0

正味財産期末残高 ▲ 83,972,395 ▲ 130,792,387 285,283,538 70,518,756 3,150,767 23,895,880 27,046,647 48,597,727 146,163,130

科　　　　　目
公益目的事業 収益等事業

法人会計 合　　計

  評価損等調整前当期経常増減額

  他会計振替額

  税引前当期一般正味財産増減額 

　法人税住民税及び事業税　

 【当期経常外増減額】

  １．経常外収益

  ２．経常外費用



１．重要な会計方針
　(１) 固定資産の減価償却の方法

　　　 建物は定額法、その他は定率法により減価償却を実施している。

　(２) 引当金の計上基準

　　　 退職給付引当金は、各規程に基づき期末要支給額を計上している。

　(３) 消費税等の会計処理

　　　 消費税込額で会計処理をしている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
　　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

当期減少額

　基本財産

　　定期預金

　特定資産

　　退職給付引当資産

　　社会貢献活動引当資産

　　会館修繕引当資産

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

当期末残高

　基本財産

　　定期預金

　特定資産

　　退職給付引当資産

　　社会貢献活動引当資産

　　会館修繕引当資産

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

当期末残高

17,829,061

10,504

9

17,839,574

減価償却累計額

31,450,047

846,296

35,696,506

科　　　　　目

3,400,163什 器 備 品

　　構　 築 　物

建 物

050,822,380

　　　合　　　　計

取得価額

49,279,108

856,800

3,400,172

53,536,080

　　　合　　　　計

35,000,000

35,000,000

12,822,380

1,000,000

2,000,000

（うち指定正味財産
からの充当額）

0

0

－ 12,822,380

－

－

12,822,380

12,822,380

1,000,000

－

2,000,000

3,000,000

38,000,000

科　　　　　目

－

－

（うち一般正味財産
からの充当額）

35,000,000

35,000,000

15,822,380

50,822,380

2,000,000

1,000,000

（うち負債に
     対応する額）

0

0

0

12,822,380

当期末残高

35,000,000

35,000,000

当期増加額

0

0

1,247,560

1,247,560

0

0

0

1,247,560

0

0

0

前期末残高

35,000,000

1,000,000

11,574,820

　　　基本財産合計

0

0

015,822,380

　　　特定資産合計

　　　合　　　　計

　　　特定資産合計

35,000,000　　　基本財産合計

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

2,000,000

14,574,820

49,574,820

科　　　　　目



５．引当金の増減額及びその残高
　　　引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

全法連助成金 公益財団法人

　　　　（助成金A） 全国法人会総連合

公益財団法人

全国法人会総連合

補助金

　支部活動補助金

補助金

　支部活動補助金

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

　　　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

　経常収益への振替額

事業費計上による振替額

１．基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記３．に記載しているため作成を省略している。

２．引当金の増減額及びその残高

引当金の明細については、財務諸表の注記５．に記載しているため作成を省略している。

目的使用 その他

900,000 725,000 0 0

0

1,625,000

科　　　　　目 前期末残高 当期増加額
当期減少額

当期末残高

　　退職給付引当金 10,674,820 522,560 0

17,887,900 0

補助金等の名称 交　　付　　者
前期末
残　 高

当期増加額 当期減少額
当期末
残　 高

350,000 0

貸借対照表上の
記載区分

指定正味財産
0 17,887,900

一般正味財産
0 1,636,904 1,636,904 0

一般正味財産

一般正味財産
0 135,000 135,000 0

一般社団法人
静岡県法人会連合会

0

清水町

17,887,900

0 350,000

附　属　明　細　書

小山町

11,197,380

　　役員退職慰労引当金

全法連助成金

県連補助金
　　　　（助成金Ｂ）

内　　　　　　　　　　容 金　　　額

一般正味財産
0 100,000 100,000



（単位：円）
金　　　額

 （流動資産）
　現　　　金 　運転資金として保有している 99,433

手元保管
　預　　　金 　運転資金として保有している 38,476,851

普通預金

〈現金預金計〉 38,576,284
　プラサヴェルデ 　新入社員ｾﾐﾅｰ会場代前払金ほか 76,360

支部活動費前払金 　３ブロック１０支部 　運転資金として保有している 4,299,382
部会活動費前払金 　３部会 　運転資金として保有している 2,290,530

　流動資産合計 45,242,556
 （固定資産）
　基本財産 　定期預金

35,000,000
〈基本財産計〉 35,000,000

　特定資産
退職給付引当資産 　定期預金

　職員に対するもの
沼津信用金庫本店ほか２行庫 11,197,380

　役員に対するもの
三島信用金庫沼津支店 1,625,000

〈退職給付引当資産計〉 12,822,380
社会貢献活動引当資産 　定期預金

スルガ銀行大手町支店 1,000,000

会館修繕引当資産 　定期預金
静岡銀行沼津駅北支店 2,000,000

〈特定資産計〉 15,822,380
　その他の固定資産

　220.62㎡（換地処分後） 45,214,000
　法人会館用地
　沼津市米山町２番１４号
（換地処分後の地番　1002-7）
　建物　鉄骨造ｽﾃﾝﾚｽ鋼板葺 17,697,892
　　　　　２階建事務所
　　　　　延べ面積　344.63㎡
　建物附属設備 131,169
　　　　　電気・衛生・空調各設備

〈建物計〉 17,829,061
　側溝・フェンス 10,504

　ﾓｰﾋﾞﾙﾗｯｸ･壁面収納棚ほか 9

　セコム防犯警備契約 50,000

〈その他の固定資産計〉 63,103,574
　固定資産合計 113,925,954
　　　　資産合計 159,168,510
 （流動負債）

　新入社員セミナー参加会費 35,000
　令和２年度消費税等 77,000
　令和２年度法人税等 71,000

　流動負債合計 183,000
 （固定負債）

退職給付引当金 　職員に対するもの 11,197,380
1,625,000

　固定負債合計 12,822,380
　　　　負債合計 13,005,380
　　　　正味財産 146,163,130

　社会貢献活動事業の支出に備えたもの
である

財　　産　　目　　録
令和３年３月３１日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

現 金 預 金

　　　　静岡銀行沼津駅北支店ほか３行庫

保 証 金 　公益目的事業、収益事業等及び管理運
営の用に供している

　　　　静岡銀行沼津支店ほか１０行庫

土 地 　公益目的事業、収益事業等及び管理運
営の用に供している

前 払 金

　運用益を公益目的事業に充てるために
保有している

　建物修繕の支出に備えたものである

　職員の退職金支払いに備えたもの

　役員の退職慰労金支払いに備えたもの

建 物 　公益目的事業、収益事業等及び管理運
営の用に供している

構 築 物 　公益目的事業、収益事業等及び管理運
営の用に供している

什 器 備 品 　公益目的事業、収益事業等及び管理運
営の用に供している

前 受 金
未払消費税等
未払法人税等

　職員の退職金の支払に備えたもの
役員退職慰労引当金 　役員に対するもの 　役員の退職慰労金支払いに備えたもの



監  査  報  告  書  

 

公益社団法人沼津法人会  

会  長   鈴  木  静  一  殿  

 

                     令  和  ３ 年  ４ 月  ２０ 日  

 

                                公益社団法人沼津法人会  

 

監  事   山  本  豊  一   ㊞ 

 

監  事   深  瀬  和  彦   ㊞ 

 

監  事   関     則  雄   ㊞ 

 

 

 私たち監事は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの事業年度の理事

の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告

いたします。 

 

１ 監査の方法及びその内容  

  各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環

境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び使用

人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決済書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。 

  さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る

計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに

財産目録について検討いたしました。  

 

２ 監査意見  

 （１）  事業報告等の監査結果  

  一   事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているもの  

     と認めます。 

  二   理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す  

     る重大な事実は認められませんでした。  

 

 （２）  計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果  

    計算書類及び財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な  

   点において適正に示しているものと認めます。  



保険料払込団体 決算報告書 

 

自 令和 ２年 ４月 １日 

至 令和 ３年 ３月３１日 

                       

                                           簡易保険料払込団体 

公益社団法人 沼津法人会 

代 表 鈴木 静一 

 

（単位：円） 

収      入 支      出 

科    目 金    額 科    目 金    額 

前年度からの繰越金 0 郵便局への保険料払込 4,858,703 

取りまとめ保険料 5,175,660 集金委託費 0 

  

経費 0 

経 

費 

内 

訳 

会議費 0 

通信費 0 

消耗品費 0 

その他 0 

会員への還付 160,280 

母体団体会計へ 156,677 

合   計 5,175,660 合   計 5,175,660 

 



氏　　名 法　人　名 氏　　名 法　人　名

池 谷 光 雄 ㈲ 馬 車 道 立 道 浩 幸 ㈱ 蒼 設 計

石塚久美子 ㈱ 原 町 加 工 紙 外 山 恵 市 ㈱ ア イ 設 備

今 沢 立 忠 ㈱ 今 沢 電 気 設 備 長 澤 健 司 沼 津 魚 仲 買 商 （ 協 ）

梅 島 佐 一 ㈱ 梅 島 成 田 八 起 ㈲ 成 田 工 業

江 橋 正 樹 江 橋 工 業 ㈱ 西 島 奉 行 西 島 冷 蔵 倉 庫 ㈱

大谷知津子 ㈲ Ｆ Ｕ Ｎ 仁藤奈津子 ㈲ 土 屋 総 業

大 割 克 美 ㈱ ア イ ・ リ ン ク 野 村 弘 徳 ㈱ 野 村 石 材

岡 田 哲 也 沼 津 埠 頭 ㈱ 林 則 夫 ㈱ 林 組

柏 木 雅 博 ㈱ ウ イ ン グ 尾 藤 正 弘 ㈱ Ｂ Ｔ ｺ ﾝ ｻ ﾙ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ

勝 亦 守 ㈱カツマタファニチャー 一 見 勝 弘 ㈲一味フード サー ビス

勝 亦 政 文 ㈲ 静 西 開 発 廣瀬進一郎 ㈲ 三 和 製 作 所

鎌 野 茂 樹 ㈲ 五 八 商 店 深 澤 好 正 深 澤 電 工 ㈱

菊 地 正 榮 内 浦 運 輸 ㈱ 細 沼 信 二 ㈲ 細 沼 商 店

工 藤 政 則 文 光 堂 印 刷 ㈱ 室 伏 辰 彦 ㈱ 富 士 見 エ ス テ ー ト

桑 﨑 雅 人 ㈲ 島 村 歯 車 製 作 所 望 月 達 也 ㈲ 望 月 経 営 計 算 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

紅 野 正 裕 沼 津 信 用 金 庫 山 岡 史 明 東 海 畳 工 業 ㈱

齊 藤 広 人 ㈲ サ イ ト ウ 工 芸 社 山 田 敏 博 三 島 給 食 ㈱

清水英一郎 丸 二 産 業 倉 庫 ㈱ 横 山 貞 治 ㈱ 横 山 製 材 所

杉 山 髙 明 ㈲ ワ シ ン ト ン 靴 店 渡 邊 昌 志 ㈱ 富 創

杉 山 由 博 不 二 印 刷 ㈱ 渡 邊 増 男 （ 公 社 ） 沼 津 法 人 会

杉 山 和 幸 泉 産 業 ㈱

杉 山 真 一 コ ー ア 建 設 ㈱ 監事

鈴 木 静 一 東 邦 印 刷 包 装 ㈱ 氏　　名 法　人　名

鈴 木 康 之 ㈲ 鈴 繁 水 産 土 屋 達 郎 ㈲ 土 屋 会 計

芹 澤 俊 夫 芹 沢 薬 品 ㈱ 深 瀨 和 彦 ㈱ 大 成

竹 内 輝 明 ㈱テイク保険 サー ビス 関 則 雄 セキトランスシステム㈱

第２号議案　理事及び監事選任案承認の件

役 員 候 補 者 名 簿
令和３年度改正

理事（氏名五十音順）



第 1号報告 

令和２年度事業報告 

 

Ⅰ．事業概況 

沼津法人会は、今年公益社団に移行して８年が過ぎました。法人会の理念である「法人会は税の

オピニオンリーダー」として企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献す

る経営者の団体であるべく各種事業に積極的に取り組んでまいりました。同時に、法人会組織の充

実を図るため、会員の増強や福利厚生事業の充実、また広報活動に努めてまいりました。 

令和２年度の主たる事業内容は、以下のとおりとなります。 

 

Ⅱ．主たる事業報告 

１． 税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業（公１） 

（１） 税制・税務に関する研修会・講演会・セミナー事業 

会員をはじめ広く一般の企業及び市民を対象として、税制・税務を中心とした研修会・講演

会・セミナーを、税務署専門官はじめ専門的知識を有する講師を招き実施し、税知識の普及に

よる納税意識の高揚に努めました。 

（２） 税に関する普及広報事業 

広報誌「ぬまほうｉ」を年３回発行し、税に関する最新の情報をその都度採りあげました。 

また、地域の企業紹介や、各部会等の活動報告及び今後の行事予定を盛り込み法人会活動の

周知を図るとともに、全法連機関紙「ほうじん」や、「会社の決算・申告の実務」、「確定申告

実務ポイント」等の配布も併せて行ないました。 

（３） 税の啓発及び租税教育事業 

女性部会は、「夏休み親子税金教室」を沼津市内、裾野市内の２会場で開催計画を致しまし

たが新型コロナウイルス感染症の影響にて中止となりました。また、小学校４～６年生の児童

を対象にした「税に関する絵はがきコンクール」の葉書を管内の全小学校に応募葉書を持参し

対象児童に配布したところ総数 339枚の応募があり、優秀作品に対し表彰を行いました。 

青年部会は、県立裾野高校の生徒を対象に「会社設立に際し税知識はどの程度必要になるか」 

をテーマに租税教育を２回に渡り実施しました。 

また、沼津駿東地区租税教育推進協議会租税教室に、支部役員・青年部会・女性部会の租税 

教育研修を受講した担当者が講師となって地域の小学校で租税教室を実施しました。 

（４） 税制改正への提言事業 

税制委員会において「今後の望ましい税制のあり方」を基本テーマに、法人の税負担のあり

方、所得税、相続・贈与税のあり方、消費税、地方税のあり方、また、今後の社会保障制度の

あり方について、現状の認識と今後の方向性について議論を深め、意見を取りまとめて県連税

制委員会へ提出しました。提言書は地元選出国会議員３名及び沼津市長、沼津市市議会議長、

裾野市、長泉町、御殿場市、清水町、小山町に対し要望活動を行いました。 

 

２． 地域の経済社会環境の整備改善等を図るための事業（公２） 

（１） 講演会等事業 

 会員はじめ広く一般の企業及び市民を対象として、経済、経営、歴史、文化、健康等をテー

マにした講演会を、専門的知識を有する講師により無料で実施しました。講演会等の日時、テ

ーマ、会場等の詳細については、広報誌、案内チラシ、ホームページ、並びに地元新聞等によ

り広く告知しました。また、各種セミナー等に出席できない会員や一般向けには㈱ブレーンに

よるインターネットセミナーにて対応し、誰でも無料で利用できるように配慮しています。 



                    

（２） 視察研修事業 

地域の経済社会環境の整備改善を図るため、地域の活性化で注目を浴びている商業施設や先

端技術施設、また新たな観光地として話題となっている地域施設等を視察研修の対象として計

画したものもありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響にて中止となりました。 

（３）地域イベントへの参加・協賛事業 

各支部は、その所属する地域のイベント（産業祭、健康祭、清掃活動等）に積極的に参加し

て、地域のそれぞれの特色に触れ住民との連携を深める活動を計画していますが、今年度は新

型コロナウイルス感染症の影響により地域イベントの中止が相次ぎました。へだ未来のふるさ

とグルメ大使育成授業も計画・準備しましたが、感染症の影響を考慮し中止となりました。 

（４）地域社会との交流事業 

法人会管轄区域内の企業や地域社会との交流を深め、地域の活性化、環境対策としての美化

運動、健康増進となる活動の計画を行いましたが、健康ハイキング、婚活パーティ、戸田御浜

海岸清掃事業を計画しましたが新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。 

（５）地域の文化向上に関する事業 

青年部会による「税を考える週間」記念チャリティーコンサートは新型コロナウイルス感染

症の影響により演奏者の来日が不可となり中止となりました。 

支部・ブロックにおいては文化講演会、古典芸能鑑賞会、コンサート等を開催し、地域の文

化向上に寄与いたしました。 

（６）地域福祉に関する事業 

ａ）慈善・寄付事業 

ブロック主催のコンサートでは、管内の総合病院へ出張コンサートを併せて行い、入院患

者から大変喜ばれました。日頃法人会活動に馴染みのない市民の参加が得られた事業となり

ました。 

古切手収集活動は、新型コロナウイルス感染症の影響により今年度は中止となりました。 

ｂ）「がん」に関する情報提供と「がんセンターよろず相談」と連携した「がん患者さんの就労 

支援」事業 

    県立がんセンター「よろず相談」と連携してのがん患者の就労支援は、期中の相談があり

ませんでした。また、がんに関するＤＶＤによる情報提供は、通年実施しています。 

 

３． 会員の福利厚生等に資するための事業（収１） 

経営者が抱える様々なリスクに対応することを目的とした経営者大型保障制度、ビジネスガ

ードシリーズ、がん保険・医療保険の加入推進を行いました。これらの制度委託は全法連が行

っており当法人会の受け取る補助金の原資となっています。また、かんぽ生命簡易生命保険の

保険料振込団体として、集金代行業務を行うことにより手数料は当法人会に支払われています。 

 

４． 会員の交流に資するための事業（他１） 

全国の法人会との連携強化及び親睦・交流を目的とし、もしくは当法人会内の会員間の情

報交換や会員相互の親睦を図るため、法人会全国大会、全国青年の集い、全国女性フォーラ

ムの計画がありましたが新型コロナウイルス感染症の影響にて全て中止となりました。 

また、当法人会内においても青年部会、女性部会、経営研究部会等による情報交換会及び

親睦会も中止となりました。 

 

５．その他当会の目的を達成するために必要な事業 

公益法人として事業内容の充実と会計処理の正確性、また、公益法人として安定と事業の

継続性を図るべく様々な改善を今後実行していきます。 



2年3月末 入会 移動 退会 小計 3年3月末

第　一 208 6 -2 6 -2 206

第　二 204 5 1 15 -9 195

第　三 115 0 0 6 -6 109

第　四 84 1 1 5 -3 81

千　本 134 4 -1 7 -4 130

上香貫 205 3 0 7 -4 201

下香貫 211 6 -3 14 -11 200

三　浦 140 2 1 9 -6 134

戸　田 35 0 0 2 -2 33

沼津北 415 6 -2 14 -10 405

大岡北 228 2 4 6 0 228

大岡中 131 3 0 2 1 132

大岡南 132 3 1 7 -3 129

片　浜 280 3 -1 11 -9 271

原 257 4 1 13 -8 249

清　水 363 14 -1 15 -2 361

長　泉 346 12 0 13 -1 345

裾　野 359 11 -1 14 -4 355

御 ・ 一 229 6 -1 6 -1 228

御 ・ ニ 253 8 2 10 0 253

御 ・ 三 355 11 1 14 -2 353

小　山 172 6 0 4 2 174

合計 4,856 116 0 200 -84 4,772

賛助会員 86 8 0 9 -1 85

令 和 ２ 年 度 会 員 の 状 況

会　　　　　　員　　　　　　数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

支部名



（公１）　税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業

公１－（１）税制・税務に関する研修会・講演会・セミナー事業

●税務研修会

会　員 一般

「税務行政について」（清水12名・長泉21名・裾野13名・会員外８名）
　小泉美奈子氏（沼津税務署副署長）

54 0 02.10. 8 ベルフォーレ 第５ブロック

秋のセミナー（税務研修会）
　「税のあれこれ話」斉藤修氏（沼津税務署長）

38 0 02.10. 9 アクアガーデン迎賓館 女性部会

「税務コンプライアンス」
　岩井洋三氏（沼津税務署法人課税第一部門統括国税調査官）
　　（第二８名・第三２名・第四４名・千本５名・片浜４名・他支部４名）

27 0 02.10. 14 ぬましんCOMPASS 第２ブロック

「税務コンプライアンス」
　岩井洋三氏（沼津税務署法人課税第一部門統括国税調査官）
　　（第一４名・沼津北８名・原１名・他支部１名）

14 0 02.11. 13 プラサヴェルデ 第１ブロック

「税務コンプライアンス～適格請求書等保存方式の概要
 －インボイス制度の理解のために～、税制改正」
　岩井洋三氏（沼津税務署法人課税第一部門統括国税調査官）
　　（御一３名・御二２名・御三６名・小山１名）

12 0 02.12. 8 御殿場市民会館 第６ブロック

●経営セミナー

会　員 一般

第１回経営セミナー
　「法人税の申告書には何が書いてある？」小関剛氏（税理士／行政書士）

36 0 02. 7. 3 プラサヴェルデ 本会

第２回経営セミナー
　「令和２年度税制改正について」
　　高橋耕二氏（沼津税務署法人課税部門上席国税調査官）

42 0 02.10. 22 プラサヴェルデ 本会

公１－（２）税に関する普及広報事業

●会報発行
主催

広報委員会

●ほうじん配布
主催

（公財）全法連

公１－（３）税の啓発及び租税教育事業

●第10回税に関する絵はがきコンクール（7月～9月）

会　員 応募枚数

最終審査（会員６名・会員外６名） 6 339 02.10. 13 沼津法人会館 女性部会

●租税教育

会　員 一般

青年部租税教育事業　裾野高校３年生（38名）
　「税の基礎知識講座セミナー」　講師　岡田哲也氏（青年部会副部会長）

2 38 02.11. 13 静岡県立裾野高校 青年部会

青年部租税教育事業　裾野高校３年生（38名）
　「会社設立シミュレーション」　講師　岡田哲也氏（青年部会副部会長）

9 38 02.11. 17 静岡県立裾野高校 青年部会

●租税教室

会　員 一般

沼津駿東地区租税教育推進協議会 主催　沼津市立原東小学校
　講師　飯田太志氏（原支部会員）

1 50 02.11. 27 沼津市立原東小学校 本会

沼津駿東地区租税教育推進協議会 主催　沼津市立浮島小学校
　講師　松田一哉氏（青年部会部会幹事）、藤原維仁氏（青年部会部会幹事）

2 31 03. 1. 13 沼津市立浮島小学校 青年部会

沼津駿東地区租税教育推進協議会 主催　沼津市立沢田小学校
　講師　植松正氏（片浜支部副支部長）、杉山真一（原支部副支部長）

2 51 03. 1. 15 沼津市立沢田小学校 本会

沼津駿東地区租税教育推進協議会 主催　小山町立北郷小学校
　講師　渋谷一氏（小山支部副支部長）

1 62 03. 1. 22 小山町立北郷小学校 本会

主催

内容
参加人数

会場 主催

内容
参加人数

実施日

実施日

会場

内容

全法連発行「ほうじん」配布　春号、夏号、秋号、冬号

内容
参加人数

会場

内容
参加人数

会場

沼津法人会発行「ぬまほうｉ」配布　４月（１９９号）・９月（２００号）・１月（２０１号）

内容

令和２年度事業報告　【公益目的事業】

主催

主催

実施日

実施日

内容
参加人数

会場 担当実施日



公１－（４）税制改正への提言事業

●税制セミナー

会　員 一般
「令和４年度税制改正要望事項並びに中小企業経営者向け税制改正要望のポイント」
　山尾秀則氏（税理法人坂本＆パートナー所長・税理士）（委員６名・委員外６名）

12 0 03. 1. 13 沼津法人会館 税制委員会

●税制改正陳情

会　員 一般
訪問手交　 国会議員（渡辺周氏、勝俣孝明氏） 1 2 02.10. 20 事務所 本会

訪問手交　裾野市（秘書）、清水町（秘書） 1 2 02.10. 21
裾野市役所
清水町役場

本会

訪問手交　 国会議員（岩井茂樹氏）、長泉町長（事務員） 1 2 02.10. 26 長泉町役場　他 本会

訪問手交　御殿場市（秘書）、小山町（秘書） 1 2 02.10. 29
御殿場市役所
小山町役場

本会

訪問手交　沼津市長（賴重秀一氏）、沼津市議会議長（植松恭一氏） 2 2 02.11. 4 沼津市役所 本会

　（公２）　地域の経済社会環境の整備改善等を図るための事業

公２－（１）講演会等事業

●新入社員向けセミナー

会　員 一般
「社会人としてのビジネスマナーの心得」 《新型コロナウィルス感染防止の為中止》
　栗原冬子氏（ライフスタイルデザイナー）

― ― 02. 4. 7 プラサヴェルデ 本会

●新春講演会

会　員 一般
令和２年度新春講演会
　「モーリーが語る国際情勢」モーリー・ロバートソン氏（国際ジャーナリスト）

67 90 03 2. 5 プラサヴェルデ 本会

●記念講演会等

会　員 一般
第８回定時総会、記念講演会《記念講演会は新型コロナウィルス感染防止の為中止》
　「モーリーが語る国際情勢」モーリー・ロバートソン氏（国際ジャーナリスト）

－ － 02. 6. 16 沼津リバーサイドホテル 本会

令和２年度表彰式、記念講演会
　「明智光秀の実像に迫る」小和田哲男氏（静岡大学名誉教授・文学博士）
　（会員95名・会員外４名・一般３名）

95 3 02.11. 20 沼津リバーサイドホテル 本会

裾野支部経営講習会 《新型コロナウィルス感染防止の為中止》
　「私の経営理念」
　　木村典由氏（㈲木村商店 代表取締役）、荻田和彦氏（㈱荻田製材 代表取締役）

－ － 03. 1. 26 裾野市商工会館 裾野支部

公２－（２）視察研修事業

●視察研修

会　員 一般
日本平夢テラス 19 8 02.11. 13 女性部会沼津支部

公２－（３）地域イベントへの参加・協賛事業

●地域イベント参加

会　員 一般
第８回へだ未来のふるさとグルメ大使育成授業《新型コロナウィルス感染防止の為中止》 － － 03. 3. 5 道の駅くるら戸田 戸田支部

公２－（４）地域社会との交流事業

●地域環境美化

会　員 一般
港口公園清掃活動 44 1 02. 9. 13 港口公園 第２ブロック
第７回戸田御浜海岸クリーンアップ大作戦《新型コロナウィルス感染防止の為中止》 － － 02.11. 27 戸田御浜海岸 第３ブロック

公２－（５）地域の文化向上に関する事業

●文化向上

会　員 一般
「税を考える週間」記念チャリティーコンサート2020　《新型コロナウィルス感染防止の為中止》

　ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ
－ － 02.11. 13

沼津市民文化センター
大ホール

青年部会

バレンタインコンサート　　 Lumie Saxophone Quartet 93 59 03. 2. 13 プラサヴェルデ 第１ブロック
「日本の文化を紹介～解説付き・狂言」　茂山忠三郎氏（能楽師大蔵流狂言方） 62 34 03. 2. 17 沼津リバーサイドホテル 第４ブロック

内容
参加人数

会場 主催

内容
参加人数

会場 主催

内容
参加人数

会場 主催実施日

実施日

実施日

内容
参加人数

会場 主催

内容
参加人数

会場 主催

実施日

実施日

見学先・内容
参加人数

主催

内容
参加人数

会場

実施日

実施日

内容
参加人数

会場 主催

主催

内容
参加人数

会場 主催

実施日

実施日



令和２年度事業報告

02.6.16 第８回定時総会（会員76名・会員外４名）
　①令和元年度財務諸表承認の件
　②令和元年度事業報告
　③令和２年度事業計画
　④令和２年度収支予算
　⑤令和３年度税制改正要望事項

80名 沼津リバーサイドホテル

11.20 令和２年度表彰式（会員70名・会員外４名）
　①静岡県法人会連合会長表彰状伝達式
　②沼津法人会長表彰
　③納税表彰受彰者披露

74名 沼津リバーサイドホテル

記念講演会（会員95名・会員外４名・一般３名）
　「明智光秀の実像に迫る」
　　　小和田哲男氏（静岡大学名誉教授・文学博士）

102名

02.5.1 ①令和元年度事業報告並びに収支決算報告承認の件
②令和３年度税制改正要望事項について
　　（理事58名・監事３名）

61名 決議の省略

9.8 ①令和２年度表彰式開催承認の件
②令和２年度国税関係納税表彰受彰者披露について承認の件
③業務執行理事による職務執行報告
　　（理事42名・監事３名）

45名 沼津リバーサイドホテル

12.14 ①第９回定時総会開催について承認の件
②役員等慶弔規定の改定について承認の件
③令和３年度税制改正提言書のお届けについて
　　（理事42名・監事３名）

45名 プラサヴェルデ

03.310 ①令和３年度事業計画等承認の件
②「就業規則」の一部改定について
③「支部運営規程」・「ブロック運営内規別表」の改定について
④業務執行理事による職務執行報告
　　（理事31名・監事３名）

34名 プラサヴェルデ

02.4.22 ①令和元年度事業報告並びに収支決算報告の件
②令和２年度第１回理事会の開催について

７名 沼津法人会館

8.3 ①令和２年度第２回理事会の開催について
②令和３年度役員改選について

８名 沼津法人会館

11.10 ①令和２年度表彰式開催について
②令和２年度表彰候補決定について
③第50回静岡県法人会運営研究会について
④令和２年度第３回理事会の開催について

８名 沼津法人会館

03.3.4 ①令和３年度事業計画について
②「支部運営規程」・「ブロック運営内規別表」の改定について
③令和２年度第４回理事会の開催について

８名 沼津法人会館

監事監査

02.4.22 令和元年度決算監査（監事　山本豊一・深瀬和彦・関則雄） ３名 沼津法人会館

会　　　　　　　　　　議

定時総会・表彰式

理事会

正副会長会



02.6.30 書面報告

9.11 東海法人会連合会第31回定時総会 決議の省略

02.4.13 第１回専務理事等会議 書面報告

5.26 第19回理事会 決議の省略

6.17 第８回定時総会 決議の省略

7.10 第２回専務理事等会議 静岡銀行駅南支店

10.16 第３回専務理事等会議 静岡銀行駅南支店

11.30 静岡県下13署大規模法人等向け研修会 静岡商工会議所

03.1.15 第４回専務理事等会議 中島屋グランドホテル

3.12 税制セミナー グランディエールブケトーカイ

3.22 第20回理事会 ホテルセンチュリー静岡

02.5.18 第１回総務委員会 書面報告

5.22 税制委員会（三役会） 静岡銀行駅南支店

6.12 第１回厚生委員会 書面報告

7.15 第１回組織委員会 グランディエールブケトーカイ

9.2 福利厚生制度県連推進会議 グランディエールブケトーカイ

9.10 第１回事業研修委員会 中島屋グランドホテル

9.18 第１回広報委員会 グランディエールブケトーカイ

03.2.4 第２回組織委員会 中島屋グランドホテル

2.10 第２回事業研修委員会 グランディエールブケトーカイ

2.19 第２回厚生委員会並びに福利厚生制度推進連絡協議会 グランディエールブケトーカイ

2.25 第２回広報委員会 中島屋グランドホテル

3.16 第２回総務委員会 中島屋グランドホテル

02.4.23 女性部会連絡協議会第１回正副会長会 書面報告

5.8 青年部会連絡協議会第１回常任理事会 書面報告

5.27 女性部会連絡協議会第８回定時総会 決議の省略

5.29 青年部会連絡協議会第８回定時総会 決議の省略

7.17 女性部会連絡協議会第２回正副会長会 グランディエールブケトーカイ

7.17 第17回法人会全国女性フォーラム静岡大会第１回懇親会委員会 グランディエールブケトーカイ

7.22 青年部会連絡協議会第２回常任理事会 静岡銀行駅南支店

9.10 第17回法人会全国女性フォーラム静岡大会第２回実行委員会 中島屋グランドホテル

10.2 女性部会連絡協議会第30回情報交換会 グランディエールブケトーカイ

10.28 青年部会連絡協議会第30回情報交換会 グランディエールブケトーカイ

11.6 第17回法人会全国女性フォーラム静岡大会「ちゃっきり節踊り講習会」 静岡商工会議所会館

12.9 女性部会連絡協議会第３回正副会長会 中島屋グランドホテル

03.2.10 第17回法人会全国女性フォーラム静岡大会第３回実行委員会 グランディエールブケトーカイ

02.5.28 沼津情報・ビジネス専門学校 学校関係者評価委員会 沼津情報・ビジネス専門学校

6.5 沼津駿東地区租税教育推進協議会定例会議 決議の省略

6.10 沼津税務連絡協議会令和２年度総会 書面審議の表決

6.10 沼津税務連絡協議会第１回定例会 書面報告

8.25 沼津税務連絡協議会第２回定例会 沼津商工会議所

9.3 沼津駿東地区租税教育推進協議会租税教室講師養成研修 沼津税務署　別館会議室

10.19 沼津税務連絡協議会第３回定例会 沼津商工会議所

11.27 沼津駿東地区租税教育推進協議会租税教室 沼津市立原東小学校

03.1.13 沼津駿東地区租税教育推進協議会租税教室 沼津市立浮島小学校

1.14 沼津税務連絡協議会第４回定例会 書面報告

1.15 沼津駿東地区租税教育推進協議会租税教室 沼津市立沢田小学校

1.22 沼津駿東地区租税教育推進協議会租税教室 小山町立北郷小学校

全国法人会総連合・東海法人会連合会

東海法人会連合会青年部会連絡協議会第29回定時総会並びに情報交換会

静岡県法人会連合会(委員会)

静岡県法人会連合会

静岡県法人会連合会(部会)

その他団体



02.4.17 第１回総務委員会 11名 沼津法人会館

11.5 第２回総務委員会 12名 沼津法人会館

03.3.3 第３回総務委員会 12名 沼津法人会館

02.9.3 組織委員会 12名 沼津法人会館

03.1.13 税制セミナー（委員６名・委員外６名） 12名 沼津法人会館

2.16 第１回税制委員会 ７名 沼津法人会館

3.18 第２回税制委員会 ５名 沼津法人会館

02.6.22 第１回広報委員会 ７名 沼津法人会館

12.4 第２回広報委員会 ６名 沼津法人会館

02.7.13 第１回事業研修委員会 14名 沼津法人会館

11.4 第２回事業研修委員会 ９名 沼津法人会館

02.5.12 厚生委員会 ９名 沼津法人会館

9.8 福利厚生制度連絡協議会 51名 沼津リバーサイドホテル
（理事36名・監事２名・厚生４名・提携保険会社９名）

02.9.8 第１回役員選考委員会 ５名 沼津リバーサイドホテル

12.14 第２回役員選考委員会 ６名 プラサヴェルデ

03.3.10 第３回役員選考委員会 ４名 プラサヴェルデ

02.4.10 第１回運営研究会実行委員会 ６名 沼津法人会館

11.12 第２回運営研究会実行委員会 ６名 沼津法人会館

12.22 第３回運営研究会実行委員会 ８名 沼津法人会館

役員選考委員会

運営研究会実行委員会

厚生委員会

事業研修委員会

委　　　　　員　　　　　会

総務委員会

組織委員会

税制委員会

広報委員会



02.7.26 第１回役員会（第一３名・沼津北６名・原１名） 10名 春の木幼稚園

7.26 研修会（第一３名・沼津北９名・原１名・一般４名）
　「ウイズ・コロナの日常に潤いを!!」
　　青木環氏（シンガーソングライター）

17名 春の木幼稚園

10.9 第２回役員会（第一３名・沼津北６名・原３名） 12名 松の坊

11.13 税務研修会（第一４名・沼津北８名・原１名・他支部１名） 14名 プラサヴェルデ

12.3 第３回役員会（第一３名・沼津北７名・原３名） 13名 沼津法人会館

03.1.22 第４回役員会（第一５名・沼津北７名・原２名） 14名 沼津法人会館

02.11.6 役員会 ５名 沼津法人会館

02.9.4 第１回役員会 ８名 沼津市商工会原支所

11.30 第２回役員会 ８名 沼津市商工会原支所

03.1.19 第３回役員会 ９名 沼津市商工会原支所

02.7.30 第１回役員会（第二４名・第三２名・第四３名・千本３名・片浜３名） 15名 さんさんホール

10.14 税務研修会
　（第二８名・第三２名・第四４名・千本５名・片浜４名・他支部４名）

27名 ぬましんCOMPASS

03.2.4 第２回役員会（第二３名・第三３名・第四３名・千本３名・片浜１名） 13名 さんさんホール

03.1.19 役員会 ４名 安田屋

02.8.27 役員会 ６名 ㈲鈴木サイクル商会

02.7.8 第１回役員会 ３名 沼津魚仲買商(協)

8.11 第２回役員会 ３名 沼津魚仲買商(協)

11.11 第３回役員会 ５名 沼津魚仲買商(協)

02.9.7 役員会 ９名 文光堂印刷㈱

02.8.6 役員会（上香貫５名・下香貫４名・三浦４名・戸田２名） 15名 いけすや

02.11.30 第１回役員会 ３名 沼津市商工会戸田支所

03.1.15 第２回役員会 ３名 沼津市商工会戸田支所

2.17 第３回役員会 ３名 沼津市商工会戸田支所

02.8.4 第１回役員会（大岡北６名・大岡中４名・大岡南２名） 12名 沼津工業団地組合会館

10.6 第２回役員会（大岡北７名・大岡中４名・大岡南１名） 12名 沼津工業団地組合会館

12.11 第３回役員会（大岡北７名・大岡中３名・大岡南２名） 12名 沼津工業団地組合会館

03.1.15 第４回役員会（大岡北６名・大岡中３名・大岡南１名） 10名 沼津工業団地組合会館

　原支部

支　　　　　　　　　　部

■第１ブロック

■第２ブロック

　第三支部

　第一支部

■第３ブロック

　戸田支部

■第４ブロック

　千本支部

　第四支部

　片浜支部



02.10.8 税務研修会（清水12名・長泉21名・裾野13名・会員外８名） 54名 ベルフォーレ

10.31 親睦ゴルフコンペ（清水13名・長泉９名・裾野17名） 39名 東名カントリークラブ

02.4.6 第１回役員会 10名 清水町商工会館

8.31 第２回役員会 13名 清水町商工会館

10.27 町政懇談会（意見交換会）　（会員14名・会員外10名） 24名 清水町商工会館

12.7 第３回役員会 11名 清水町商工会館

02.8.26 支部・女性部会長泉支部合同役員会
　（支部７名・女性部会４名）

11名 ベルフォーレ

02.4.3 第１回役員会 ７名 裾野市商工会館

6.10 第２回役員会 ５名 裾野市商工会館

7.28 第３回役員会 21名 みよし

11.26 第４回役員会 ７名 裾野市商工会館

02.12.8 税務研修会（御一３名、御二２名、御三６名、小山１名） 12名 御殿場市民会館

02.9.10 第１回役員会（御一７名・御二５名・御三６名） 18名 御殿場市商工会館

10.12 第２回役員会（御一３名・御二２名） ５名 御殿場市商工会館

11.4 第３回役員会（御一１名・御二１名・御三２名） ４名 御殿場市商工会館

02.9.17 役員会（御一７名・御二10名） 17名 御殿場市商工会館

03.3.11 役員会 7名 御殿場市商工会館

02.10.15 役員会 ９名 御殿場市商工会館

02.10.6 役員会 ８名 小山町商工会館

12.15 経営相談会
　「働き方改革の対応は進んでいますか？」
　　池谷治久氏（社会保険労務士）

５名 小山町商工会館

　御殿場第一・御殿場第二・御殿場第三支部

　御殿場第三支部

　小山支部

　御殿場第一・御殿場第二

■第５ブロック

　清水支部

　長泉支部

　裾野支部

■第６ブロック

　御殿場第ニ支部



02.4.9 第１回役員会 ７名 沼津法人会館

5.21 令和２年度全体会議 ５名 沼津法人会館

10.21 第２回役員会 ８名 沼津法人会館

12.17 第３回役員会 ６名 沼津法人会館

03.1.21 第４回役員会 ７名 沼津法人会館

02.5.20 第１回役員会 14名 沼津法人会館

5.20 令和２年度全体会議 27名 沼津法人会館

6.12 第２回役員会 19名 沼津法人会館

7.16 第３回役員会 11名 沼津法人会館

10.7 第４回役員会 15名 沼津法人会館

11.13 租税教育事業「税の基礎知識講座セミナー」
（裾野高校３年生　38名・部会員２名）

40名 静岡県立裾野高等学校

11.17 租税教育事業「会社設立シミュレーション」
（裾野高校３年生　38名・部会員９名）

47名 静岡県立裾野高等学校

11.27 第5回役員会 ９名 沼津法人会館

02.5.13 第１回正副部会長会 ５名 沼津法人会館

9.17 第２回正副部会長会 ６名 沼津法人会館

10.9 秋のセミナー（税務研修会） 38名 アクアガーデン迎賓館

10.13 第３回正副部会長会 ６名 沼津法人会館

12.7 第４回正副部会長会 ６名 沼津法人会館

03.3.2 第５回正副部会長会 ６名 沼津法人会館

02.7.17 正副支部長会 ４名 ニッポンケミカル㈱

7.22 第１回役員会 ９名 沼津法人会館

8.1 沼津商工会議所女性会との交流会
　「沼津市長と語る会」　～withコロナに対する市長の考え～
　　賴重秀一氏（沼津市長）（商工会19名・法人会10名）

29名 沼津商工会議所

9.24 第２回役員会 12名 沼津法人会館

11.13 視察研修　　車中税金クイズ実施（部会員19名・一般８名） 27名 日本平夢テラス

12.7 第３回役員会 12名 沼津法人会館

03.2.9 第４回役員会 12名 沼津法人会館

02.10.14 役員会 ７名 清水町商工会館

02.8.26 支部合同役員会 ４名 ベルフォーレ

03.3.26 役員会 ４名 御殿場市商工会館

02.9.29 役員会 ５名 小山町商工会館

10.22 講習会（部会員３名・一般５名）
　「帯リメイククッション講習会」　常磐和子氏

８名 小山町商工会館

　女性部会長泉支部

　女性部会小山支部

青年部会

部　　　　　　　会

経営研究部会

■女性部会

　女性部会沼津支部

　女性部会清水支部

　女性部会御殿場支部



第２号報告 

令和３年度事業計画 

 

Ⅰ．基本方針 

１．法人会の理念である税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、地域の振興に寄与 

し、国と社会の繁栄に貢献する「よき経営者を目指すものの団体」として各種事業に積極的に 

取組みます。 

２．税務当局との連携を一層深め、税務知識の普及及び納税意識の高揚を図り、公正な納税と円 

滑な税務行政に寄与します。 

３．地域経済の担い手である中小企業の活性化に資する税制確立のため、会員の意見に耳を傾け 

かつ税制の研鑽に努め、税制改正の提言を行います。 

４．公益社団法人としての使命を果たすべく、研修会・セミナー・講演会をはじめ様々な社会貢 

献活動において、会員のみならず広く一般に公開し参加を募ります。 

 

Ⅱ．主たる事業計画 

１． 税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業（公１） 

（１） 税制・税務に関する研修会・講演会・セミナー事業 

税制・税務を中心とした研修会・講演会・セミナーを、会員はじめ広く一般の企業及び市民

を対象に開催する。また地域金融機関、商工会等との連携を諮り各団体の会員企業にも参加を

呼びかける。研修会については税務署専門官はじめ専門的知識を有する講師を招き、税制改正

等による企業のニーズに合わせ、税知識の普及や納税意識の高揚に努める。 

（２） 税に関する普及広報事業 

法人会活動を広く知って頂くため、広報誌「ぬまほうｉ」をより効果的に活用するとともに、

各種案内チラシ、ホームページにより広報活動を行う。また全法連機関紙「ほうじん」や、「会

社の決算・申告の実務」、「確定申告実務ポイント」等を配布し、広く一般に税情報を提供する

と共に、ｅ－Ｔａｘ、ｅＬＴＡＸの普及および利用拡大を図る。確定申告時には国税庁ホーム

ページのリンクを設定し、ポスターの掲示とともに広報に努める。また、各地域のイベント会

場において租税教育用の資料配布や税金クイズを実施する。 

（３） 税の啓発及び租税教育事業 

税の啓発普及を目的として、女性部会は、「夏休み親子税金教室」を開催し、小学生並びに

その保護者に対して税金クイズ等を実施し、税に対する認識の向上と知識の普及を行う。また、

管内小学校生徒を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を実施し、優秀作品を表彰するこ

とにより税への認識を高める。青年部会は、県立裾野高校の生徒を対象とした「租税教室」活

動が定着してきており、今年度も引き続き実施する。 

（４） 税制改正への提言事業 

税制改正の提言事業は、地域経済を担う地元の中小企業の意見集約の機会として、事前セミ

ナーの開催を行い、税制委員を中心に「税制改正要望事項」の取りまとめを行い「税制提言」

を行う。この提言書は地元選出の国会議員、地元自治体の各首長に手渡す。提言は、広報誌及

びホームページを通じて広く一般に公開する。 

 

２． 地域の経済社会環境の整備改善等を図るための事業（公２） 

（１） 講演会等事業 

   会員をはじめ広く一般の企業及び市民を対象として、経済・経営、文化、環境問題、健康維

持等に関する講演会・セミナー等を、専門的知識を有する講師により、原則無料で開催する。 

   また、講演会・セミナーに出席できない会員や一般向けに、(株)ブレーンがインターネット

で配信している「インターネットセミナー」をホームページから閲覧できることにより、誰で

も無料で利用できるようになっている。（「インターネットセミナー」ID：hj1907、PW：4014） 



                    

（２） 視察研修事業 

会員・非会員を問わず広く参加者を募り、注目を浴びている先進的商業地域、再開発事業、

防災施設、工場見学をはじめ、地域創成の機運の高まる中、各地の観光産業施設、文化イベン

ト等の視察を行う。これは参加者の見聞を広め、経営に生かせる知識の吸収・向上を図ること

により地域社会に貢献することを目的とする。 

（３）地域イベントへの参加・協賛事業 

各支部は、その所在する地域のイベント（健康祭、産業祭、清掃活動等）に積極的に参加し、

バザー活動や清掃活動を通じて法人会の活動の認知度を高めると共に、地域振興に貢献する。 

（４）地域社会との交流事業 

地域社会との交流を通じて、地域の活性化、健康維持増進、美化運動を実施する。具体的に

は、地域で結婚期を迎えた男女の出会いをサポートする婚活事業の実施。地域の中高年の健康

増進・屋外活動の支援のためのハイキングの実施。また、地域における美化運動事業である清

掃活動を継続的に実施する。 

（５）地域の文化向上に関する事業 

著名演奏家を招聘しての音楽会はじめ文化講演会や古典芸能鑑賞会を無償で開催し、地域文

化の向上に貢献する。「税を考える週間」で青年部会が行うチャリティーコンサート、ブロッ

クで開催する各種コンサート、文化講演会等、法人会事業として定着しており、会員はじめ広

く一般の参加を募るため開催日、時間等配慮しながら継続する。 

（６）地域福祉に関する事業 

 ａ）慈善・寄付事業 

    ブロック主催のコンサート等のイベントにおいて、管内の障がいのある児童・生徒を招待

し、演奏家と共に音楽を楽しむ事業を実施する。またチャリティーコンサート等での募金の

寄付事業を行う。また、キリスト教海外医療協会に古切手の寄付を継続して行う。 

 ｂ）「がん」に関する情報提供と「がんセンターよろず相談」と連携した「がん患者さんの就労支

援」事業 

    「がん」に関する情報提供と、県立がんセンター「よろず相談」との連携により、就労希

望の患者さんと法人会会員企業との就労のための橋渡しを行う。 

  

３．会員の福利厚生等に資するための事業（収１） 

 財政基盤強化のため、大同生命保険株式会社、ＡＩＧ損害保険株式会社、アフラック生命

保険株式会社との連携を密にし、福利厚生制度の推進に努める。    

 経営者等が死亡又は入院した際に、企業の安定経営、経営者・従業員等の生活の安定を担

保することを目的としたかんぽ生命の簡易生命保険において、保険料団体払込制度の活用を

行い手数料収入としている。 

 

４．会員の交流に資するための事業（他１） 

     全国各地の法人会との連携強化・交流を目的とし、法人会全国大会、全国青年の集い、全

国女性フォーラムへ参加する。また、当法人会内の会員間の情報交換や会員相互の親睦を図

るため、各支部・ブロックによる支部大会の開催による情報交換会の開催、各委員会活動で

の交流を行う。また、青年部会・女性部会の各部会による交流や情報交換会による会員相互

の親睦を深め、部会員の増強を図ると共に、次代の経営者の育成に努める。 

 

５．その他当会の目的を達成するために必要な事業 

公益法人として事業内容の整合性を一層図ること、また会計処理の正確性並びに支部会計

の徹底した効率性を図るべく事務局体制の充実を図る。 

 



本部

月別

総会運営について 事業報告並びに収支決算報告承認

理事会運営について 総会運営について

総会議案審議 総会議案審議

理事並びに正副会長の選定

理事会議案について

会員増強・福利厚生制度推進について

表彰式関係

表彰式開催承認

表彰対象者選考

正副会長より職務執行報告

会員増強・福利厚生制度の推進状況

社会貢献事業について

賀詞交歓会関係

令和３年度役員改選

次年度活動計画案の提出について

次年度総会開催承認

予算（案）審議 次年度事業計画等承認

次年度事業計画（案）について 正副会長より職務執行報告

9

8

令和３年度本部事業計画表

R3

4

正副会長会 理　　事　　会

5

3

Ｒ４

6

7

1

11

12

2
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本部

月別

総務委員会　令和２年度決算・令和３年度予算（案）検討 新入社員向けセミナー

広報委員会　202号広報編集

広報202号発行

総務委員会　令和３年度運営について 定時総会・記念講演会

厚生委員会　健康ハイキング検討

事業研修委員会　令和３年度事業について 経営セミナー①

広報委員会　203号広報編集

厚生委員会　福利厚生制度進捗状況 福利厚生制度推進連絡協議会 会員増強月間

総務委員会　表彰関係 広報203号発行 会員増強月間

厚生委員会　健康ハイキング

経営セミナー②

組織委員会　会員増強運動経過報告 表彰式、記念講演会 会員増強月間

厚生委員会　次年度事業計画

税制委員会　セミナー 会員増強月間

広報委員会　新年号広報編集

税制委員会　税制改正要望検討（総論） 広報（新年号）発行

税制委員会　税制改正要望検討（各論）

事業研修委員会　次年度事業計画

厚生委員会　健康ハイキング検討

総務委員会　予算関係・次年度事業計画

組織委員会　会員増強運動結果と次年度推進策

税制委員会　税制改正要望検討（個別・まとめ）

令和３年度本部事業計画表

委　　員　　会

6

R３

7

5

9

1

10

新春講演会・賀詞交歓会

3

経営セミナー③

Ｒ４

2
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4

11

12
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支部

月別

役員会

支部大会、口演会 支部大会、口演会 支部大会、口演会

(第一・沼津北・原） (第一・沼津北・原） (第一・沼津北・原）

研修会（第一・沼津北・原） 研修会（第一・沼津北・原） 研修会（第一・沼津北・原）

役員会 役員会

役員会(第一・沼津北・原） 役員会(第一・沼津北・原） 役員会(第一・沼津北・原）

税務講習会

役員会

視察研修(第一・沼津北・原） 視察研修(第一・沼津北・原） 視察研修(第一・沼津北・原）

役員会

税務研修会（第一・沼津北・原） 税務研修会（第一・沼津北・原） 税務研修会（第一・沼津北・原）

はら逸品うまいものフェスに参加

（税金クイズ実施）

役員会(第一・沼津北・原） 役員会(第一・沼津北・原） 役員会(第一・沼津北・原）

役員会 役員会

役員会(第一・沼津北・原） 役員会(第一・沼津北・原） 役員会(第一・沼津北・原）

役員会

社会貢献事業(第一・沼津北・原） 社会貢献事業(第一・沼津北・原） 社会貢献事業(第一・沼津北・原）

役員会

2

1

5

沼　津　北

8

3

Ｒ４

9

10

11

12

6

4

7

令和３年度支部事業計画表
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第　　　　一 原



支部

月別

役員会

支部大会、講演会 支部大会、講演会 支部大会、講演会 支部大会、講演会
（沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜）

役員会

役員会 役員会 役員会 役員会

（沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜）

役員会 役員会

役員会 役員会

税務研修会 税務研修会 税務研修会 税務研修会
（沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜）

役員会 役員会 役員会 役員会

（沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜）

社会貢献活動 社会貢献活動 社会貢献活動 社会貢献活動
（沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜）

役員会

視察研修 視察研修 視察研修 視察研修

（沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜）

役員会 役員会 役員会 役員会

（沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜）

役員会

新年研修会 新年研修会 新年研修会 新年研修会

（沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜） （沼津南・第四・千本・片浜）

役員会

12

Ｒ４

R３

6

4

2

3

1

9

10

11

片　　　　浜

令和３年度支部事業計画表

千　　　　本沼津南 第　　　　四
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支部

月別

役員会

支部大会、朗読会

税務研修会

役員会

役員会 役員会

役員会（香貫・三浦戸田） 役員会（香貫・三浦戸田）

御浜クリーンアップ大作戦 御浜クリーンアップ大作戦 視察研修

（香貫・三浦戸田） （香貫・三浦戸田）

視察研修（香貫・三浦戸田） 視察研修（香貫・三浦戸田） 役員会

役員会（香貫・三浦戸田） 役員会（香貫・三浦戸田）

役員会 役員会

役員会 社会貢献事業

社会貢献事業

3

1

9

10

11

12

2

Ｒ４

8

7

6

5

令和３年度支部事業計画表

大　　　　岡香　　　　貫 三浦戸田

R３

4



支部

月別

役員会 役員会（支部・女性部会） 役員会

支部大会、講演会 支部大会、施設視察 支部大会、講演会

役員会(清水・長泉・裾野) 役員会(清水・長泉・裾野) 役員会(清水・長泉・裾野)

役員会 役員会

役員会

視察研修(清水・長泉・裾野) 視察研修(清水・長泉・裾野) 視察研修(清水・長泉・裾野)

役員会 役員会（支部・女性部会）

町政懇談会

税務研修会(清水・長泉・裾野) 税務研修会(清水・長泉・裾野) 税務研修会(清水・長泉・裾野)

役員会 「福祉健康まつり」に参加

親睦事業(清水・長泉・裾野) 親睦事業(清水・長泉・裾野) 親睦事業(清水・長泉・裾野)

「ふれあい広場」に参加 「ふれあい健康まつり」に参加

役員会

役員会 租税教育事業

役員会(清水・長泉・裾野) 役員会(清水・長泉・裾野) 役員会(清水・長泉・裾野)

役員会（支部・女性部会） 商工会主催賀詞交歓会に共催 経営講習会

役員会（支部・女性部会） 役員会

婚活応援活動(清水・長泉・裾野) 婚活応援活動(清水・長泉・裾野) 婚活応援活動(清水・長泉・裾野)

役員会

10

2

8

4

3

Ｒ３

1

12

7

長　　　　泉

11

5

清　　　　水

R３

令和３度支部事業計画表

9

裾　　　　野
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支部

月別

役員会（御一・御二・御三） 役員会（御一・御二・御三） 役員会（御一・御二・御三） 支部大会

役員会

支部大会、講演会 支部大会、講演会 支部大会、講演会

（御一・御二・御三） （御一・御二・御三） （御一・御二・御三）

役員会（御一・御二・御三） 役員会（御一・御二・御三） 役員会（御一・御二・御三）

役員会（御一・御二・御三） 役員会（御一・御二・御三） 役員会（御一・御二・御三）

役員会（御一・御二・御三） 役員会（御一・御二・御三） 役員会（御一・御二・御三） 講習会

視察研修 視察研修 視察研修 「おやまっち商工祭」に参加

（御一・御二・御三） （御一・御二・御三） （御一・御二・御三） 税金展

視察研修

税務研修会 税務研修会 税務研修会 税務研修会

（御一・御二・御三・小山） （御一・御二・御三・小山） （御一・御二・御三・小山） （御一・御二・御三・小山）

新春講演会・賀詞交歓会 新春講演会・賀詞交歓会 新春講演会・賀詞交歓会 役員会

（御一・御二・御三） （御一・御二・御三） （御一・御二・御三）

役員会（御一・御二・御三） 役員会（御一・御二・御三） 役員会（御一・御二・御三）

7

R３

御殿場第二

10

8

6

5

令和３年度支部事業計画表

御殿場第一

4

小　　　　山御殿場第三

3

12

Ｒ４

1

9

11
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部会

月別

全体会議 役員会 役員会

全体会議、講演会 全体会議

役員会 正副部会長会

役員会 正副部会長会

会員交流 社会貢献事業「夏休み親子税金教室」

環富士山交流会 正副部会長会

役員会

役員会 秋のセミナー（税務研修会）

税に関する絵はがきコンクール審査会

正副部会長会

全国青年の集い（佐賀大会） 全国女性フォーラム（新潟大会）

租税教育事業

役員会

社会貢献事業「税を考える週間」記念行事

税務寺子屋 正副部会長会

役員会

東部五署情報交換会 視察研修

役員会

視察研修 正副部会長会

役員会

R３

経営研究部会

令和３年度部会事業計画表

7

女　性　部　会

5

11

青　年　部　会

6

8

3
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1

12

4

2
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部会

月別 沼　　　　津 清　　　　水 長　　　　泉 裾　　　野 御殿場 小　　　山

役員会 役員会 役員会 支部大会

（支部合同） （支部合同）

支部大会 支部大会、講演会 支部大会、施設視察 支部大会、講演会 役員会

（支部合同） （支部合同） （支部合同）

役員会 役員会 役員会 支部大会、講演会 役員会

（支部合同） （支部合同）

研修会 役員会 役員会

役員会 （支部合同）

役員会 役員会 役員会

（支部合同）

役員会

役員会

役員会 税務研修会 税務研修会 税務研修会 講習会

（支部合同） （支部合同） （支部合同）

役員会

役員会

視察研修 視察研修

（支部合同）

役員会 税金展

視察研修

（支部合同）

役員会 税務研修会

（支部合同）

役員会

役員会 役員会 講習会 新春講演会 役員会

（支部合同） （支部合同） （支部合同）

役員会 役員会

（支部合同） （支部合同）

研修会

役員会

役員会 役員会

おやまっち
商工祭に参加

ふれあい健康
まつりに参加

商工会主催賀詞
交歓会に参加

ふれあい広場
に参加

商工会議所と
の交流会

11

12

福祉健康
まつりに参加

9

7

8

令和３年度部会事業計画表
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女　性　部　会（支部）
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（単位：円）
科　　　　　　　　目

Ⅰ  一般正味財産増減の部

(1)経常収益
基本財産運用益 ( 691 ) ( 3,494 ) ( ▲ 2,803 )
　基本財産受取利息 691 3,494 ▲ 2,803
特定資産運用益 ( 248 ) ( 1,306 ) ( ▲ 1,058 )
　特定資産受取利息 248 1,306 ▲ 1,058
受取会費 ( 37,515,000 ) ( 38,195,000 ) ( ▲ 680,000 )
　正会員受取会費 37,365,000 38,095,000 ▲ 730,000
　賛助会員受取会費 150,000 100,000 50,000
事業収益 ( 5,487,000 ) ( 6,204,000 ) ( ▲ 717,000 )

研修事業収益 2,400,000 2,850,000 ▲ 450,000
広報事業収益 40,000 60,000 ▲ 20,000
社会貢献事業収益　 545,000 650,000 ▲ 105,000
福利厚生事業収益 102,000 144,000 ▲ 42,000
会員親睦事業収益 2,400,000 2,500,000 ▲ 100,000

受取補助金等 ( 18,586,210 ) ( 19,904,104 ) ( ▲ 1,317,894 )
受取地方公共団体補助金 221,000 250,000 ▲ 29,000
受取県連補助金 1,237,410 1,766,204 ▲ 528,794
受取全法連助成金振替額 17,127,800 17,887,900 ▲ 760,100

受取負担金 ( 1,500,000 ) ( 2,050,000 ) ( ▲ 550,000 )
受取負担金 510,000 850,000 ▲ 340,000
受取部会負担金 990,000 1,200,000 ▲ 210,000

受取寄付金 ( 400,000 ) ( 770,000 ) ( ▲ 370,000 )
受取寄付金 400,000 770,000 ▲ 370,000

雑収益 ( 1,150,721 ) ( 1,190,351 ) ( ▲ 39,630 )
受取利息 721 351 370
雑収益 1,150,000 1,190,000 ▲ 40,000

経常収益計 64,639,870 68,318,255 ▲ 3,678,385

事業費 ( 54,109,674 ) ( 56,989,009 ) ( ▲ 2,879,335 )
役員報酬 3,547,200 4,434,000 ▲ 886,800
給料手当 11,210,814 11,424,940 ▲ 214,126
役員退職引当費用 0 535,775 ▲ 535,775
退職給付費用 399,016 505,491 ▲ 106,475
福利厚生費 2,387,709 2,505,210 ▲ 117,501
事務委託費 658,057 658,057 0
会議費 5,506,000 5,600,000 ▲ 94,000
旅費交通費 1,417,000 1,125,720 291,280
通信運搬費 3,207,000 3,220,000 ▲ 13,000
減価償却費 769,553 790,111 ▲ 20,558
消耗品費 1,543,000 1,535,000 8,000
修繕費 258,650 73,900 184,750
印刷製本費 3,118,870 3,470,000 ▲ 351,130
燃料費 44,340 29,560 14,780
光熱水料費 406,450 376,890 29,560
保険料 128,850 119,500 9,350
諸謝金 5,750,000 5,450,000 300,000
租税公課 849,850 849,850 0
諸会費 20,000 20,000 0
支払負担金 495,000 565,000 ▲ 70,000
支払寄付金 400,000 770,000 ▲ 370,000
委託費 8,100,000 8,850,000 ▲ 750,000
会場費 1,490,000 1,550,000 ▲ 60,000
広告宣伝費 350,000 440,000 ▲ 90,000
リース料 702,050 699,200 2,850
事務所管理費 258,650 243,870 14,780
支払手数料 796,000 850,400 ▲ 54,400
新聞図書費 147,800 133,020 14,780
雑費 147,815 163,515 ▲ 15,700

第３号報告　令和３年度収支予算

自令和３年４月１日　至令和４年３月３１日

当　年　度 前 年 度

収 支 予 算 書 総 括 表

増　　　減

(2)経常費用

１．経常増減の部



（単位：円）
科　　　　　　　　目 当　年　度

管理費 ( 11,051,199 ) ( 11,687,128 ) ( ▲ 635,929 )
役員報酬 1,252,800 1,566,000 ▲ 313,200
給料手当 3,959,436 4,035,060 ▲ 75,624
役員退職引当費用 0 189,225 ▲ 189,225
退職給付費用 140,924 178,529 ▲ 37,605
福利厚生費 843,291 884,790 ▲ 41,499
事務委託費 232,412 232,412 0
会議費 950,000 1,100,000 ▲ 150,000
旅費交通費 33,000 54,280 ▲ 21,280
通信運搬費 393,000 290,000 103,000
減価償却費 271,791 279,052 ▲ 7,261
消耗品費 257,000 265,000 ▲ 8,000
修繕費 91,350 26,100 65,250
印刷製本費 125,000 135,000 ▲ 10,000
燃料費 15,660 10,440 5,220
光熱水料費 143,550 133,110 10,440
保険料 39,150 45,500 ▲ 6,350
租税公課 300,150 300,150 0
諸会費 680,000 700,000 ▲ 20,000
支払負担金 55,000 60,000 ▲ 5,000
委託費 50,000 30,000 20,000
会場費 140,000 150,000 ▲ 10,000
広告宣伝費 120,000 50,000 70,000
渉外慶弔費 280,000 300,000 ▲ 20,000
リース料 247,950 240,120 7,830
事務所管理費 91,350 86,130 5,220
支払手数料 214,000 234,000 ▲ 20,000
新聞図書費 52,200 46,980 5,220
雑費 72,185 65,250 6,935

経常費用計 65,160,873 68,676,137 ▲ 3,515,264
評価損益等調整前当期経常増減額 ▲ 521,003 ▲ 357,882 ▲ 163,121
基本財産評価損益等 0 0 0
特定資産評価損益等 0 0 0
投資有価証券評価損益等 0 0 0

評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 ▲ 521,003 ▲ 357,882 ▲ 163,121

経常外収益計 0 0 0

経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
税引前当期一般正味財産増減額 ▲ 521,003 ▲ 357,882 ▲ 163,121
法人税住民税及び事業税 71,000 71,000 0
当期一般正味財産増減額 ▲ 592,003 ▲ 428,882 ▲ 163,121
一般正味財産期首残高 143,714,443 144,143,325 ▲ 428,882
一般正味財産期末残高 143,122,440 143,714,443 ▲ 592,003

Ⅱ
受取補助金等 ( 17,127,800 ) ( 17,887,900 ) ( ▲ 760,100 )

受取全法連助成金 17,127,800 17,887,900 ▲ 760,100
一般正味財産への振替額 ( ▲ 17,127,800 ) ( ▲ 17,887,900 ) ( 760,100 )

一般正味財産への振替額 ▲ 17,127,800 ▲ 17,887,900 760,100
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 143,122,440 143,714,443 ▲ 592,003正味財産期末残高

前　年　度 増　　　減

指定正味財産増減の部

令和３年度　収支予算書総括表

２．経常外増減の部
(1)経常外収益

(2)経常外費用



（単位：円）

公益① 公益② 公益共通 合　　計 収益事業 共益事業 合　　計

一般正味財産増減の部

（経常増減の部）

【経常収益】

１．基本財産運用益 0 0 691 691 0 0 0 0 691

基本財産受取利息 0 0 691 691 0 0 0 0 691

２．特定資産運用益 0 0 0 0 0 0 0 248 248

特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0 0 248 248

３．受取会費 0 0 14,915,815 14,915,815 0 12,648,804 12,648,804 9,950,381 37,515,000

正会員受取会費 0 0 14,855,815 14,855,815 0 12,597,804 12,597,804 9,911,381 37,365,000

賛助会員受取会費 0 0 60,000 60,000 0 51,000 51,000 39,000 150,000

４．事業収益 40,000 1,445,000 0 1,485,000 102,000 3,900,000 4,002,000 0 5,487,000

研修事業収益 900,000 0 900,000 0 1,500,000 1,500,000 0 2,400,000

広報事業収益 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 40,000

社会貢献事業収益 0 545,000 0 545,000 0 0 0 0 545,000

福利厚生事業収益 0 0 0 0 102,000 0 102,000 0 102,000

会員親睦事業収益 0 0 0 0 0 2,400,000 2,400,000 0 2,400,000

５．受取補助金等 200,000 0 18,236,210 18,436,210 0 0 0 150,000 18,586,210

受取地方公共団体補助金 0 0 221,000 221,000 0 0 0 0 221,000

受取県連補助金 200,000 0 887,410 1,087,410 0 0 0 150,000 1,237,410

受取全法連助成金振替額 0 0 17,127,800 17,127,800 0 0 0 0 17,127,800

６．受取負担金 0 0 0 0 0 990,000 990,000 510,000 1,500,000

受取負担金 0 0 0 0 0 0 0 510,000 510,000

部会受取負担金 0 0 0 0 0 990,000 990,000 0 990,000

７．受取寄付金 0 400,000 0 400,000 0 0 0 0 400,000

受取寄付金 0 400,000 0 400,000 0 0 0 0 400,000

８．雑収益 0 190,000 1 190,001 20,081 500,069 520,150 440,570 1,150,721

受取利息 0 0 1 1 81 69 150 570 721

その他の雑収益 0 190,000 0 190,000 20,000 500,000 520,000 440,000 1,150,000

【経常収益計】 240,000 2,035,000 33,152,717 35,427,717 122,081 18,038,873 18,160,954 11,051,199 64,639,870

【経常費用】

１．事業費 14,575,410 21,810,361 0 36,385,771 719,473 17,004,430 17,723,903 54,109,674

役員報酬 1,176,000 1,536,000 0 2,712,000 100,800 734,400 835,200 3,547,200

給与手当 3,716,711 4,854,480 0 8,571,191 318,575 2,321,048 2,639,623 11,210,814

退職給付費用 132,285 172,781 0 305,066 11,339 82,611 93,950 399,016

福利厚生費 791,595 1,033,920 0 1,825,515 67,851 494,343 562,194 2,387,709

事務委託費 218,165 284,950 0 503,115 18,700 136,242 154,942 658,057

会議費 100,000 106,000 0 206,000 0 5,300,000 5,300,000 5,506,000

旅費交通費 15,000 515,000 0 530,000 2,625 884,375 887,000 1,417,000

通信運搬費 2,094,000 523,000 0 2,617,000 31,000 559,000 590,000 3,207,000

減価償却費 255,129 333,230 0 588,359 21,868 159,326 181,194 769,553

消耗品費 411,500 432,800 0 844,300 20,700 678,000 698,700 1,543,000

修繕費 85,750 112,000 0 197,750 7,350 53,550 60,900 258,650

印刷製本費 2,010,000 684,000 0 2,694,000 9,870 415,000 424,870 3,118,870

燃料費 14,700 19,200 0 33,900 1,260 9,180 10,440 44,340

光熱水料費 134,750 176,000 0 310,750 11,550 84,150 95,700 406,450

保険料 36,750 66,000 0 102,750 3,150 22,950 26,100 128,850

諸謝金 50,000 5,200,000 0 5,250,000 0 500,000 500,000 5,750,000

租税公課 281,750 368,000 0 649,750 24,150 175,950 200,100 849,850

諸会費 0 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000

支払負担金 15,000 0 0 15,000 0 480,000 480,000 495,000

支払寄付金 0 400,000 0 400,000 0 0 0 400,000

委託費 2,200,000 3,100,000 0 5,300,000 0 2,800,000 2,800,000 8,100,000

会場費 180,000 730,000 0 910,000 0 580,000 580,000 1,490,000

広告宣伝費 50,000 250,000 0 300,000 0 50,000 50,000 350,000

リース料 232,750 304,000 0 536,750 19,950 145,350 165,300 702,050

事務所管理費 85,750 112,000 0 197,750 7,350 53,550 60,900 258,650

支払手数料 203,000 385,800 0 588,800 35,400 171,800 207,200 796,000

新聞図書費 49,000 64,000 0 113,000 4,200 30,600 34,800 147,800

雑費 35,825 47,200 0 83,025 1,785 63,005 64,790 147,815

合　　計

自令和３年４月１日　至令和４年３月31日

収支予算の事業別区分経理の内訳表

科　　　　　目
公益目的事業 収益等事業

法人会計



（単位：円）

公益① 公益② 公益共通 合　　計 収益事業 共益事業 合　　計

２．管理費 11,051,199 11,051,199

役員報酬 1,252,800 1,252,800

給与手当 3,959,436 3,959,436

退職給付費用 140,924 140,924

福利厚生費 843,291 843,291

事務委託費 232,412 232,412

会議費 950,000 950,000

旅費交通費 33,000 33,000

通信運搬費 393,000 393,000

減価償却費 271,791 271,791

消耗品費 257,000 257,000

修繕費 91,350 91,350

印刷製本費 125,000 125,000

燃料費 15,660 15,660

光熱水料費 143,550 143,550

保険料 39,150 39,150

租税公課 300,150 300,150

諸会費 680,000 680,000

支払負担金 55,000 55,000

委託費 50,000 50,000

会場費 140,000 140,000

広告宣伝費 120,000 120,000

渉外慶弔費 280,000 280,000

リース料 247,950 247,950

事務所管理費 91,350 91,350

支払手数料 214,000 214,000

新聞図書費 52,200 52,200

雑費 72,185 72,185

【経常費用計】 14,575,410 21,810,361 0 36,385,771 719,473 17,004,430 17,723,903 11,051,199 65,160,873

▲ 14,335,410 ▲ 19,775,361 33,152,717 ▲ 958,054 ▲ 597,392 1,034,443 437,051 0 ▲ 521,003

評価損益等計

【当期経常増減額】 ▲ 14,335,410 ▲ 19,775,361 33,152,717 ▲ 958,054 ▲ 597,392 1,034,443 437,051 0 ▲ 521,003

【経常外収益】

１．経常外収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【当期経常外増減額】 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　他会計振替額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 ▲ 14,335,410 ▲ 19,775,361 33,152,717 ▲ 958,054 ▲ 597,392 1,034,443 437,051 0 ▲ 521,003

法人税住民税及び事業税 71,000 71,000 71,000

【当期一般正味財産増減高】 ▲ 14,335,410 ▲ 19,775,361 33,152,717 ▲ 958,054 ▲ 668,392 1,034,443 366,051 0 ▲ 592,003

【一般正味財産期首残高】 ▲ 43,003,935 ▲ 75,184,345 177,554,904 59,366,624 2,498,433 23,551,791 26,050,224 58,297,595 143,714,443

【一般正味財産期末残高】 ▲ 57,339,345 ▲ 94,959,706 210,707,621 58,408,570 1,830,041 24,586,234 26,416,275 58,297,595 143,122,440

指定正味財産増減の部

１．受取補助金等 0 0 17,127,800 17,127,800 0 0 0 0 17,127,800

受取全法連助成金 0 0 17,127,800 17,127,800 0 0 0 0 17,127,800

その他の補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．一般正味財産への振替額 0 0 17,127,800 17,127,800 0 0 0 0 17,127,800

一般正味財産への振替額 0 0 17,127,800 17,127,800 0 0 0 0 17,127,800

【当期指定正味財産増減額】 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【指定正味財産期首残高】 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【指定正味財産期末残高】 0 0 0 0 0 0 0 0 0

正味財産期末残高 ▲ 57,339,345 ▲ 94,959,706 210,707,621 58,408,570 1,830,041 24,586,234 26,416,275 58,297,595 143,122,440

評価損等調整前当期経常増減額

科　　　　　目
公益目的事業 収益等事業

法人会計 合　　計



第４号報告 

令和４年度税制改正要望事項 

第一 総 論 

 
１．経済状況と税制 

   令和２年年初からの新型コロナウイルス感染症の拡大は、緊急事態宣言の発動によ
り一時的に抑え込まれたかのように見えたが、経済活動の再開に伴い感染のスピード
と範囲を拡大している。感染症拡大の影響で世界の経済活動は大きく制限され、未曽
有の経済危機と、格差の拡大が懸念されている。人の移動の制限により蒸発した消費
の回復には相当な時間を要すことが見込まれ、サービス業を中心に産業の存続が危ぶ

まれています。加えてわが国には災害の多発とそれに伴って露呈した河川を始めとす
る災害対策の脆弱性が見えています。気候変動に伴う大雨や台風の頻発は今後も予想
され、何十年に一度といわれるような災害が何時、どこで起きてもおかしくない不安
を抱えています。河川の氾濫による住宅や町ぐるみの水没を見ると、私たちの収めた
税金は今までどこに使われていたのか大きな疑問を抱きます。国民の生命と財産を守
ることが国家の大きな役割であるはずです。また東日本大震災で経験した原発事故も、
所謂「国策民営」事業の弱点の露呈であり、戦後間もないころの事業計画が今だ見直
されずに残っています。静岡県内を見ても、富士川沿いにある日本軽金属の雨畑ダム
の堆積汚泥によるシラスの漁獲減少や、今ＪＲ東海が進めようとしているリニア新幹
線の建設による大井川の流量減少・南アルプスの自然環境の壊滅的な破壊計画があり
ます。これら昭和の遺物のような国策は現代の日本に必要なものではありません。イ

ンターネットが瞬時に世界を駆け巡り情報の共有ができる時代に人間の物理的な高速
移動手段は意味をなさない不要なインフラです。税金は国民の生命と財産がしっかり
守られる安心・安全の社会の構築のために使われるものであることを強く認識すべき
である。長期低迷する日本経済の立て直しには、財政の積極的な出動による真に国民
のために必要な公共事業を行うべきである。 
 

２．ポストコロナの経済再生 

新型コロナウイルス感染症の影響による世界経済の落ち込みは、我が国においても 
例外ではなく、令和２年４～６月期の実質ＧＤＰ成長率は▲７.８％（年率▲27．8％）
と遡れる 1980年代以降で最大のマイナス成長となった。内需や輸出が総じて大きく減
少し、緊急事態宣言発令に伴う外出自粛から飲食や旅行などのサービス消費が大きく

落ち込んだ。また輸出は欧米向けを中心とする財輸出の減少に加え、訪日外国人による
インバウンド消費が消失した。このような経済情勢の中で、デフレ転落を防止し再度日
本経済を上昇軌道に乗せるためには、昨年 10月に引き上げた消費税の減税と、国民の
生命と財産を守る目的の公共投資の拡大等による需要の喚起が必要である。 
 

２．地価下落時における固定資産税改革の必要性 

平成６年度評価替えで採用されたいわゆる７割評価は地価公示価格等の７割を目途 
として土地等の評価を行うこととしているが、この評価替えの結果評価額の上昇が全 
宅地の加重平均で 3.96倍という大幅な上昇をもたらし、現在まで継続されている。 
当時評価替えに当たって税率の見直しは見送られており、特に商業地において長期 

間に亘る負担増が継続されている。固定資産税負担は応益課税であり、所得の低迷に 

より負担率は相対的に高くなっており、新型コロナウイルス感染症の影響により存続 
の危機に瀕している中小企業にとって、大きな負担である。固定資産税の減額につな 
がる評価価格の見直しや、税率の引き下げを早期に行うべきである。 



第二 基本事項 

 

１．法人税関係 

令和２年当初から流行の中国武漢発の新型コロナウイルス感染症の世界経済への影 

響は、それまで比較的順調に推移していた産業を存続の危機にまで追いやっています。 

今後この影響は続くと考えられ、地方経済にも暗い影を落としています。緊急経済 

対策における税制上の措置については中長期的な視点に転換して対応すべきであると 

考えます。 

（１）過度な租税特別措置の見直し 

政策目的を実現するための租税特別措置は利用が一定の大企業に限定され、 

公平・中立・簡素という租税原則から逸脱している。加えて課税ベースを侵食 

し税収減につながること、また実効性を伴う監査制度もなく不透明であり、過 

度な制度は対象の絞り込みや重点化・時限的運用などにより縮減していくべき 

である。 

（２）法人基本税率の引き下げ 

平成 28年度の税制改正において法人実効税率は 20％台となったが、ＯＥＣ 

Ｄ加盟国の平均約 25％、アジア主要 10か国の平均約 22％に比べて依然まだ高 

い状況にあるため、租税特別措置の整理・統合により課税ベースの拡大を考慮 

しつつ、法人実効税率を 20％台半ばまで引下げる必要がある。 

（３）中小企業者等の軽減税率の適用 

中小企業者等に適用されている法人税の軽減税率の特例 15％を時限的な措置 

ではなく本則化すべきである。また、軽減税率の適用所得金額 800万円の上限 

を、1,600万円まで引き上げるなど、担税力の弱い中小企業等へ配慮したものと 

すべきである。 

（４）減価償却制度の見直し 

少額減価償却資産の損金算入の特例措置については、損金算入額の上限（300 

万円）規定を撤廃し全額を損金算入とすべきである。。 

（５）納税猶予制度の特例 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が継続している事業者に 

対して、令和３年１月 31日までの納期限の国税、地方税について延滞税無しで 

納税の猶予する特例が設けられましたが、収入の減少が継続している事業者に 

対しては、令和４年度末まで延長すべきである。 

（６）テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 

中小企業経営強化税制の対象設備である特定経営力向上設備等に、経済産業 

大臣の認定を受けた経営力向上計画に記載された遠隔操作、可視化、自動制御 

化のいずれかに該当する設備が、テレワーク等のための設備投資に係る新たな 

類型（デジタル化設備）として追加されました。これにより設備等を取得した 

場合、即時償却又は７％（資本金 3,000万円以下の法人は 10％）の税額控除の 

適用が可能となりましたが、対象となる設備（例えば工具・器具、備品）は取 

得価格が 30万円以上のものなど「一定規模以上のもの」の要件の撤廃と、適用 

期限を令和４年度末までに延長すべきである。 



（７）欠損金の繰戻による還付の特例 

資本金１億円以下の中小企業者が利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制 

度について、令和２年４月の緊急経済対策における税制上の措置により、資本 

金１億円以上 10億円以下の法人も利用可能となりましたが、令和４年１月末ま 

での時限措置であり、経済再生には期間を要すことから繰越期間の無期限化を 

図るべきである。 

（８）業績連動型給与の中小企業への拡大 

役員給与については、会社法に基づく手続きを経て、職務執行の対価として、 

企業がその支給額を決定している。一方税法上では、定期同時給与、事前確定 

届出給与、業績連動給与の３類型以外の役員給与は損金算入が認められていな 

い。役員給与は、会社法で求める手続き以上の制限を課すべきではなく、原則、 

全額損金算入とすべきである。 

 

２．所得税関係 
（１）純損失の繰越還付制度の拡充（新型コロナウイルスの影響への対応） 

損益通算の結果残った赤字（純損失）の金額は、青色申告をしている年分の 
純損失に限り、翌年以降３年間の所得の金額から繰越控除を受けることができ 
ますが、青色、白色を問わず確定申告をする事業者の一定期間（令和２年度か 
ら令和３年度）において生じた損失の金額（特定純損失）については、その特 
定純損失を生じた年分の前３年以内のいずれかの年分に繰戻して所得税額の還 
付を請求できることとすべきである。この繰戻による還付については繰戻によ 
る還付制度がない個人事業税や個人住民税等の地方税においても同様の措置と 
すべきである。 

（２）公的年金等控除の見直しによる子育て世帯への支援の拡充 
持続可能な社会保障制度とするために、社会保障給付の重点化・効率化を徹 

底・加速化するとともに高齢者の応能負担割合を高める必要がある。また、効 
率化・重点化によって生まれる財源や消費税増税により生まれた税収を、若年 
世代の出産、子育てに係る環境整備や、子育て支援に係る税制措置の創設等、 
少子化対策に重点的に配分すべきである。 

（３）事業用不動産の譲渡損失について 
確定申告を行う事業者について、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい 

一定期間に（令和２年度から令和３年度）生じた業務用不動産に係る譲渡損失 
があるときは、これを他の各所得の金額から控除（損益通算）できるようにす 
べきである。 

（４）上場株式等有価証券課税の見直し 
国内の上場株式等の売却益については申告分離課税制度の下、譲渡益に対し 

て低率の（所得税 15％、住民税５％合計 20％）比例税率が適用されており、格 
差を増幅させる一因となっている。有価証券等の譲渡益課税については、大口 
株主及び多額な譲渡益部分に適用する税率の引き上げを行い、所得再配分機能 
を回復させるべきである。 
 具体的には、現状の合計税率 20％を下限とした累進税率とすべきである。 

（５）所得控除の整理・簡素化 
所得控除の項目は、納税者個々の担税力に配慮したものではあるが、相当に 

複雑多岐な制度となっている。これは税制の簡素化に反するとともに、課税ベ 
ースが侵食され、所得税の財源調達機能が低下するものとなっており、整理・ 
簡素化を行うべきである。 

 



３．相続・贈与税関係 

（１）相続税基礎控除の見直し 

平成 25 年度の税制改正により、相続税の基礎控除は定額控除及び法定相続 

人比例控除ともに改正前の６割水準に引き下げられた。これにより課税件数 

割合は改正前の約２倍に増加、相続税の大衆化がなされた。しかし一部の富裕 

層に対する課税の強化は容認できるものの、高齢者に広く相続税の負担を求 

めることは適切ではない。加えて基礎控除額の引下げにより無申告事案が増 

加する恐れがあり、国民の税制に対するコンプライアンスの欠如を招きかね 

ず、従前の５千万プラス一人当たり１千万×法定相続人数の水準に戻すべきで 

ある。 

（２）相続時精算課税制度の見直し 

高齢化社会の進展により、相続人の年齢も 60歳を超える「老々相続」が進ん

でいる現状を考慮すると、高齢者からの資産移転の時期の選択について、税制

が資産移転の障害になることを避けつつ、若年者のニーズに応じて資産の移転

が可能になる仕組みの充実が求められる。相続時精算課税制度は、資産移転の

時期に対する税制の中立性という観点からは有意義な制度であるが、制度の普

及促進のためには特別控除額（現行 2,500 万円）の金額の拡充のほか、贈与財

産価格が下落した場合に贈与時の価格で相続税が課税されるというリスクを軽

減する仕組みを検討する必要性がある。 

（３）贈与税について 

贈与税において講じられている非課税措置には、「住宅取得資金に係る贈与税 

の非課税措置」「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」「結婚・子育て資金の 

一括贈与に係る非課税措置」がある。若年層に資産を継承させる視点において 

は重要であるが、これらの特例措置を利用できる者の多くが資産家であるとい 

う実態からすると、贈与税が空洞化し、相続税の補完税としての機能が弱めら 

れるとともに、資産格差の固定化につながるため、廃止又は縮小すべきである。 

若年層への早期の資産移転を図るのであれば、贈与税の基礎控除額を引き上 

げるとともに税率構造を緩和するべきである。 

 

４．地方税関連 

（１）固定資産税 

①新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置のため厳しい経営環境に直面して 

いる中小企業者等に対して、令和３年度課税の１年分に限り、償却資産と事業 

用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を２分の１又はゼロにす 

る措置が講じられていますが。感染症の影響の長期化が見込まれる中、制度を 

拡充して期間の延長を行うことと、事業用の土地についても同制度に含める 

べきである。 

②減価償却において法人税等の国税と、固定資産税等の地方税には取り扱いに 

は違いが多く複雑な制度となっている。償却計算の基準日、減価償却の方法、 

事業年度中の新規取得資産の取扱い、中小企業者等の少額減価償却資産の取 

得価格の損金算入の特例、一括償却資産の特例、評価額（残存価格）の最低 

限度、圧縮記帳においてすべてダブルスタンダードとなっている。特に残存 

価格においては国税では備忘価格１円なのに対し地方税では取得価格の 

５％となっており、複雑化とともに税負担の増加を招いているため、国税の 

取扱いに統一すべきである。 



③土地の評価については、各省庁の目的による複数の評価額が併存しているが、 

納税者に納得性のある評価方法を定めるべきであるとともに。新型コロナウ 

イルス感染症の影響により経済が落ちたにも関わらず、商業地の地価は令和 

２年１月の評価の時点で上昇しており、企業の支払い能力に対し実質増税と 

なる。商業地等の据置特例等負担調整措置等により早急な見直しが必要であ 

り、国が主導で対応すべきである。 

④住居用家屋については、市民にとって評価が不明であり評価基準を明確にす 

べきであると共に、再建築価格方式ではなく、経過年数に応じ減価していく 

ような評価方法に改めるべきである。 

⑤償却資産に係る固定資産税制度については、多数の設備を有する製造業や建 

設業などの特定の業種に税負担が偏在すること、市町村において課税客体の 

補足が完全に行われておらず適正な制度の執行が担保されていないこと、加 

えて固定資産税の賦課期日と法人の決算日が異なること、国税の減価償却制 

度と償却資産の評価方法に差異があること、また、償却資産の評価において 

は、特別償却・圧縮記帳・少額減価償却資産の特例措置等が反映されていな 

いなどの様々な問題点がある。これらを考え合わせ廃止すべきである。また、 

この段階的な廃止に伴い平成 28 年度税制改正による「中小企業者が新規取 

得する一定の機械装置に限定して特別措置」が創設されたが、一過性とせず 

期間の延長と対象品目の拡大を順次行うべきである。 

⑥償却資産税の免税点は 150 万円ですが、少額減価償却資産の取得価格の合計 

と水準を合わせ 300 万円とすべきである。また、土地については現状の 30 

万円を 500 万円に、家屋については現状の 20 万円を 300 万円に増額させる 

べきである。 

（２）法人事業税・個人事業税 

①法人税実効税率の引き下げの際、代替の財源として大法人に対する外形標準 

課税が拡大された、中小法人への拡大はなかったものの、今後の方向性とし 

て、中小法人への拡大が懸念されている。大法人に比べて欠損法人の割合が多 

く担税力にも乏しい中小法人には将来的に外形標準課税を拡大すべきではな 

い。 

②事業所税は行政に対する応益負担であり事業税と同様であり、また法人住民 

税の均等割とも競合的である。事業所税の課税標準は事業所床面積及び従業 

員給与総額とされているが前者には固定資産税が課されており、後者は事業 

税の課税標準と重なり、その存在意義はないため廃止するべきである。 

③法人住民税は事業所が存在することによる応益負担であり、法人住民税の均 

等割は損金算入を認めるべきである。 

 

５．消費関連 

消費税の 10％引き上げに伴い、軽減税率制度の導入が決定しておりますが、中小 

事業者への事務負担が大きく、加えて低所得者対策とはなりえない。このため軽減 

税率制度及び令和５年から導入予定である適格請求書保存方式（インボイス方式） 

についても制度導入の取りやめを要望する。低所得者対策を図るのであれば「簡素 

な給付措置」の導入で対応は十分である。また、インボイス方式が導入された場合、 

消費税の免税事業者はインボイスの発行ができないため取引の市場から排除されて 

しまい、小口の事業継続や・新規開業が難しくなるため制度導入は取りやめるべき 

である。 

 



６．印紙税関連 
印紙税が創設された明治時代とは経済実態が大きく変化している。印紙税に係る 

事務コストや税負担が、中小零細企業をはじめ多くの企業にとって無視できないコ 
ストとなっていること、また、電子取引などに対して印紙税は課税されないなど、 
取引手段の選択によって課税の公平性が阻害されている。加えて近年小売・物販に 
おいてカード決済が増大しており、印紙税が取引実態の変化に対応できていない。 
また、そもそも契約書や領収書などの文書が作成される背後にはその取引に伴って 
生じる経済的利益があり、それらは契約者たちの所得や課税取引に反映し、所得税 
や消費税などで課税されるはずである。つまり合理的課税根拠は薄く、消費税率引 
き上げに伴い印紙税は廃止すべきである。 
 

７．その他関連 
（１）「新たな日常」の定着・加速に向け企業のデジタルトランスフォーメーション 

（ＤＸ）の取り組みを促進するための優遇税制の創設と、レベルの高いサイバー 
セキュリティ対策の装備についてもサイバーセキュリティ促進税制の創設と・ 
充実を早期に整備すべきである。 

（２）マイナンバーカードの普及率向上 
行政の効率化と電子化の為に 2016年に導入されたマイナンバーカードは、今 

だ普及率が 12～３％に留まっている。これは導入後４年目にあっても今だ生活 
に必要と認識されていないことと、個人情報の漏えいに対する警戒感が根強い 
ためである。早急なカード機能の充実と、安全性の確保によりカードの普及を 
図り、効率的な行政を実現する努力を強化すべきである。 

（３）環境税のありかた 
自然環境の保護や、地球温暖化対策のために「森林環境税」が令和６年から 

導入予定となっており、１人当たり住民税に一律１千円の上乗せされる予定 
となっているが、本来ならば大規模な環境破壊を行っている大企業や、環境破 
壊につながるであろう開発計画を行っている大企業に、外形標準課税に準じ 
た大幅な課税を行うべきである。大規模開発による自然破壊は、その地域の気 
象を変え、水源を枯渇させ、自然の生態系を変え、地域に暮らす人々の生活を 
も変えるものである。貴重な自然環境は国の宝であり、一度失われると短期間 
での回復は不可能である。自然破壊は税制でも抑制すべきである。 

（４）社会保障制度のありかた 
①年金支給額の所得代替率が低下していくことを想定すると、個人の責任で老 
後の資金を蓄える必要性が高まる、企業負担を考えると、個人型確定拠出年金 
（iDeCo）の拡大が必要であり、現在ある拠出限度の上限の引上げを行うなど 
の対応が必要である。 

②社会保障費の中の過剰診療による医療費抑制のために、イギリス型の制度を 
参考に、かかりつけ医制度の導入と、診療報酬の出来高払い制度の見直しに 
より、人頭払い制度に出来高払い制度と成果報酬制度を組み合わせた、適正 
な医療サービスの提供を受けうる制度に見直すべきである。また、ジェネリ 
ック医薬品の普及措置として参照価格制度として、ジェネリック医薬品の価 
格を参照価格とし、医師が参照価格よりも高価な薬を処方した場合、患者が 
その差額を自己負担する制度の導入を検討すべきである。 

③疾病予防活動の推進として、結核や麻疹・風疹等に加えおたふく風邪につい 
ても予防接種を義務化すべきである。また、健康に悪影響を及ぼす習慣に対 
する増税として、たばこ税の増税や飲料に含まれる糖への課税の検討を行う 
べきである。 

      
 
 



第三 個別事項 
 
１．法人税関係 

（１）役員給与は原則損金とすべきである 
現行制度では、役員給与の損金算入の取り扱いが限定されており、とくに報 

酬等の改定には厳しい制約が課せられている。役員給与は、本来職務執行の対 
価であり、原則損金算入できるよう見直すべきである。 

（２）同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべきである 
経営者の経営意欲を高め、企業に活力を与える観点から、同族会社における 

役員の業績連動給与についても、一定の要件のもと、損金処理を認めるべきで 
ある。 

（３）減価償却制度の改善 

①国際競争力改善のため、欧米先進国並みの耐用年数に見直すべきである。 
②減価償却資産の取得価格は購入先に支払った代金・購入手数料のみとし、引 

取り運賃、荷役費、運送保険料は含まないことと改めること。 
③少額減価償却資産は中小事業者（資本金１億円以下の中小法人と個人事業主） 
が対象ですが、上限 300万円を撤廃し、対象を全ての事業者に拡大して、一括 
償却資産の制度と統合すべきである。 

（４）法人税・消費税の申告期限・納付期限は事業年度終了後３カ月以内とすること 
（５）電話加入権の相場は下落傾向を強めており、損金算入を認められたい。 

 
２．所得税関係 

（１）基幹税としての財源調達機能の回復 
所得税は重要な基幹税の一つであるが、各種控除の拡大などにより空洞化が 

指摘されている。財源調達能力回復のためにも、所得税は国民が支払い能力に 
応じて適正に負担すべきである。 

（２）総合課税化 
税の公平、中立、簡素の三原則から鑑みれば、総合課税による累進課税とす 

べきである。現行の「上場株式に係る配当所得」「株式等に係る譲渡所得及び先 
物取引に係る雑所得」等については分離課税とされている。分離課税の税率は 
20％と所得税の最高税率 55％と比べて低く、高額所得者に有利な扱いである。 
所得税は担税力に応じて税負担を行うという原則から考え総合課税とすべき 

である。 
（３）医療費控除の廃止 

社会保障制度改革、所得控除の全体的見直しを前提に、医療費控除を廃止す 
べきである。マイナンバーカードを早期に医療、社会保障分野に利用すれば、 
公平な制度設計ができる。 

（４）給与所得者の申告必要限度額の引上げ 
対象となる主たる給与の収入を 2,000万円から 3,000万円に引き上げること 

と、主たる給与以外の所得限度額を現行の 20万円から 50万円に引き上げるこ 
と。 

（５）個人年金保険料控除の引上げ 
生命保険料控除の一つである「個人年金保険料控除」については老後資金の 

自助を進展するため控除限度額の引上げをすべきである。 
（６）生命保険料控除の拡充 

生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の各保険料控除の最高限度額 
を８万円とする。 

 
 
 



３．相続・贈与税関係 
（１）相続税基礎控除額の引上げ 

平成 25年度の税制改正により、相続税の基礎控除額が「５千万＋１千万円× 
法定相続人の数」から「３千万円＋６百万円×法定相続人の数」に引下げられ 
た。課税対象範囲を拡大し、相続税に多くを求めることは適切ではなく改正前 
の控除額に戻すべきである。 

（２）事業承継税制の恒久化 
平成 30 年度税制改正における事業承継税制は特別承継計画の提出は５年間、 

適用期限が 10年以内となっているが、恒久的な制度とすべきである。 
（３）相続財産からの控除 

相続開始後に発生する相続に伴う費用（遺言執行費用、弁護士・税理士報酬、 
不動産登記に係る費用）は、相続税の課税財産から控除できるものとすべきで 
ある。 

（４）被相続人の保証債務の弁済 
相続後の一定期間内に債務保証の履行があり、その請求権の行使が不能の場 

合、更生の請求ができるようにするべきである。 
（５）贈与税の非課税措置 

「住宅資金に係る贈与税の非課税措置」、「教育資金の一括贈与に係る非課税 
措置」、及び「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置」については、贈 
与者に直系卑属がいない場合は、甥・姪に対する贈与にも適用できるよう対象 
を拡大すべきである。 

（６）高齢者からの生前贈与 
高齢者から直系の若年世代への生前贈与は、大胆に税率構造を緩和し、また 

基礎控除を見直すなど、贈与税の体系に総合的な検討が必要である。 
 

４．地方税関係 
（１）超過課税の廃止 

地方税は、標準税率を超える高い税率による課税ができるが、公平性の観点 
から、特定の企業を対象に課税を行う超過課税は早期に廃止すべきである。 
 

（２）償却資産の残存価格 
固定資産税における償却資産は、取得価格の 5％が残存価格となり、耐用年数 

経過後も課税対象となっている。国税の残存価格と統一し１円とすべきである。 
（３）各種控除額の統一 

個人住民税の各種控除額と所得税の控除額は同一とするとともに、課税最低 
限度額を所得税の課税標準と一致させるべきである。 

（４）償却資産に対する課税 
償却資産に係る固定資産税制度は、①多数の設備を有する製造業や建設業な 

どの特定の業種に税負担が偏在すること、②市町村において課税客体の補足が 
完全に行われておらず適正な制度の執行が担保されていないこと、③固定資産 
税の賦課期日と法人の決算日が異なること、④国税の減価償却制度と償却資産 
の評価方法に差異があり、また、償却資産の評価においては、特別償却・圧縮 
記帳・少額減価償却資産の特例措置等が反映されていないものとなっており、 
かつ事務処理が煩雑なものとなっている。これらを考え合わせ、償却資産に対 
しては固定資産税の対象から外し、新たな課税制度の構築など抜本的な制度の 
再構築を検討すべきである。 

（５）地方税の負担軽減 
地方税の負担軽減のためには、地方自治体の歳出の大胆な見直しを行い、地 

方公務員給与体系、地方議会議員報酬制度等について抜本的な見直しが必要で 
ある。 



（６）少額資産の範囲拡大 
30万未満の少額資産については会計処理が複雑であり、納税者の事務負担軽 

減の観点から、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産（30万 
円）までに拡大するとともに、賦課期日を各法人の事業年度末とすること。 

（７）事業所税の廃止 
主に人口 30万人以上の指定都市等において、事業所の床面積、支給給与総額 

などを課税標準とする税であり、固定資産税と重複していることに加え、地域 
が限定され税の公平性を欠いており廃止すべきである。 
 

５．消費税関係 
（１）軽減税率制度の廃止 

消費税の 10％への増税時に軽減税率制度が導入されたが、制度の複雑化によ 
り中小事業者の負担が大きく、また、消費税率引き上げの効果が薄れること、 
低所得者対策とはならないことにより、軽減税率制度及び令和５年 10月から導 
入予定の適格請求書保存方式（インボイス方式）について廃止を前提に見直す 
べきである。 

（２）軽減税率制度の対象品目 
軽減税率制度の対象となっている紙媒体の定期購読による新聞については、 

軽減対象とすべく理由が明確ではないため、対象品目から外すべきである。 
（３）適格請求書保存方式の導入 

令和５年 10月から導入が予定されている適格請求書保存方式（インボイス方 
式）は、消費税の免税事業者は発行できないことから、商取引から排除される 
可能性が高く、地域経済を支える小規模事業者の絶滅に繋がるため導入は行う 
べきではない。 
 

６．その他 
公務員制度改革の中で、人事院の意見である、公務員の定年引上げについては、 

行政分野でのデジタル化・オンライン化の遅れの最大要因であり、定年延長の必要 
はない。本来は行政のデジタルトランスフォーメーションの進展に伴い早期退職に 
よる削減を図るべきである。 
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